
1 
 

基準地震動等審査ガイドの改正案について 

 

令和４年２月 24 日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１. 概要 

今般、基準地震動等審査ガイドの改正案をとりまとめたので、ご審議いただ

きたい。また、よろしければ、意見募集を実施したい。 

なお、本改正は、令和３年度第３回原子力規制委員会（令和３年４月 14 日。

参考参照。）において了承された、審査実績を踏まえた規制基準等の記載の具体

化・表現の改善に関する令和３年度の実施計画の一部である1。 

 

２. 改正案の新旧対照及び改正の趣旨の説明 

 改正案の新旧対照及び改正の趣旨の説明を、別紙１のとおり示す。その主

な内容は次のとおり。 

 

① 経験式に関する記載の整理 

経験式の取扱いに関する記載が散在していたことから、総則的に一括し

て記載するとともに、経験式とはどのようなものかについて解説を追加す

る。 

 

②不確かさの考慮に関する記載の明確化 

「不確かさについては、敷地における地震動評価に大きな影響を与える

と考えられる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に応じて不

確かさを組み合わせる」としていたものは、「基準地震動が、地震動評価

に大きな影響を与えると考えられる不確かさを考慮して適切に策定されて

いることを、地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から判断す

る」ものであることから記載を明確にする。 

 

③審査経験を踏まえた「検討用地震動の選定」プロセスの明確化 

検討用地震を選定する際には、検討用地震の候補とする地震を抽出し、

その中から検討用地震を選定することから、この手順を追加する。また、

 
1 令和３年度の実施計画で「分類（c）その他記載の具体化・表現の改善の検討が必要なもの」としてい

た事項 15 件のうち、「No.51N 震源特性パラメータの設定」に関する改正として、次のガイドを改正

の対象とするものである。 

 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

 

資料３ 
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現行の記載内容は、検討用地震を選定した後のものであるため、「検討用

地震の候補とする地震の抽出」と「検討用地震選定の妥当性確認」にわけ

て記載する。 

 

④審査ガイドの位置付けを踏まえた適正化 

審査側の手引きであることから、全体的に文体や用語を修正する。 

 

⑤解説の新設 

この審査ガイドの本文には、審査の流れ、アウトラインが明確になるよ

う、確認すべき項目、その網羅性に配慮して記載することとし、わかりや

すさの観点から説明を加えたものについては、解説にまとめる。 

 

３．意見募集に付す改正案 

別紙２の改正案について、意見募集を実施することとしたい。 

 

４. 今後の予定 

別紙２は、行政手続法に定める命令等に該当するものではないが、任意の意

見募集を実施し、審査ガイドの改正作業を進めたい。 

 

意見募集の実施 令和４年２月25日から３月26日まで（30日間） 

原子力規制委員会 令和４年５月頃（ガイドの改正） 

 

（添付資料） 

別紙１ 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド等の新旧対照及び

改正の趣旨の説明 

別紙２ 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド等の一部改正につ

いて（案） 

参考 審査実績を踏まえた規制基準等の記載の具体化・表現の改善につ

いて―令和３年度の実施計画の策定―（令和３年４月14日第３回

原子力規制委員会資料抜粋） 
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基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド等の新旧対照及び改正の趣旨の説明 
 
①基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

（下線を付し、又は二重線で囲んだ部分は主な変更部分） 

改  正  後 改  正  前 説 明 
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改  正  後 改  正  前 説 明 
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Ⅱ．耐震設計方針 

 （略） 

 

Ⅲ．附則 

  （略） 

 

Ⅰ．基準地震動 

 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計方針に関わる審査において、審査

官等が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子

力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）並びに実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日

原子力規制委員会決定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。）の趣旨を十分踏まえ、基準地震動

の妥当性を厳格に確認するための方法の例を示した手引きである。 

 

基準地震動の策定に係る審査のフローを図-1 に示す。 

 

 

 

 

6.2.6 基準地震動の超過確率の参照 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

7. 入力地震動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 
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7.2.1 地盤モデル（物理・力学特性等）の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 
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8. 留意事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

Ⅱ．耐震設計方針 

（略） 

 

Ⅲ．附則 

  （略） 

 

Ⅰ．基準地震動 

 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計方針に関わる審査において、審査

官等が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子

力規制委員会規則第 5 号）並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「許可

基準解釈」という。）の趣旨を十分踏まえ、基準地震動の妥当性を厳格に確認するために活用すること

を目的とする。 

 

基準地震動の策定に係る審査のフローを図-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 審査ガイドは、許認可の審

査において、審査官が参照

するために策定する文書

であり、審査官が新規制基

準への適合性を確認する

方法の例を示した手引き

であることを明確にした。

（「審査ガイドの位置付

け」（令和 3 年 6 月 16 日原

子力規制委員会了承）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-



3 
 

改  正  後 改  正  前 説 明 

 

 

※設置許可基準規則解釈（別記２第４条第 5 項第 3 号）では、「全国共通に考慮すべき地震動」と「地域性を考慮する

地震動」を検討対象とし、「全国共通に考慮すべき地震動」としては 2004 年北海道留萌支庁南部の地震の観測記録か

ら推定した基盤地震動及び標準応答スペクトルを用いることを要求している。 

 

 

 

図-1 基準地震動の策定に係る審査フロー 

 

1.2 適用範囲 （略） 

 

1.3 用語の定義 （略） 

 

2. 基準地震動の策定に係る審査の基本方針 

基準地震動の策定に係る審査の基本方針は以下のとおりである。 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地

震動」について、それぞれ解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定さ

れていることを確認する。 

（２）基準地震動の策定に係る審査は、設置許可基準規則及び設置許可基準規則解釈に適合するか否

かを本ガイドを参照しながら行うものであり、基準地震動が、地震動評価に大きな影響を与え

ると考えられる不確かさを考慮して適切に策定されていることを、地震学及び地震工学的見地

に基づく総合的な観点から判断する。 

（３）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋

プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検討用地震」

という。）を複数選定し、選定した検討用地震ごとに不確かさを考慮して、応答スペクトルに

基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価により、それぞれ解放基盤表

 

 

 

 

 

 

 

図-1 基準地震動の策定に係る審査フロー 

 

1.2 適用範囲 （略） 

 

1.3 用語の定義 （略） 

 

2. 基本方針 

基準地震動の策定における基本方針は以下のとおりである。 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地

震動」について、それぞれ解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定さ

れていること。 

 

 

 

 

（２）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋

プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検討用地震」

という。）を複数選定し、選定した検討用地震ごとに不確かさを考慮して、応答スペクトルに

基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価により、それぞれ解放基盤表

○ 地震動評価から応答スペ

クトルを算出する際に不

確かさを考慮すればよい

かのような記載であった

が、地震動の策定において

は、総合的な観点から判断

することからフロー図を

修正した（「基準地震動の

策定に係る審査について」

（令和2年12月 16日原子

力規制委員会了承））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 審査側が主体となるよう

に、全体的に文体や用語を

修正した。 

 

 

○ 「不確かさについては、敷

地における地震動評価に

大きな影響を与えると考

えられる支配的なパラメ

ータについて分析した上

で、必要に応じて不確かさ

を組み合わせる」としてい

たものは、「基準地震動が、
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面までの地震波の伝播特性を反映して策定されていることを確認する。 

 

 

（４）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻

内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地

の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されていることを確認する。 

（５）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的

に考慮することによって、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策

定されていることを確認する。 

 

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

3.1 審査の方針 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定に係る審査は、以下の方針で行う。 

（１）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定においては、検討用地震ごとに「応答ス

ペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」に基づき策

定されていることを確認する。なお、地震動評価に当たっては、敷地における地震観測記録を

踏まえて、地震発生様式、地震波の伝播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含

む。）が十分に考慮されていることを確認する。 

（２）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定において経験式が用いられている場合に

は、経験式の適用条件、適用範囲について確認した上で、当該経験式が適切に選定されている

ことを確認する。 

（３）震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられる地震につい

ては、断層モデルを用いた手法が重視されていることを確認する。 

 

〔解説〕 

（１）地震動評価において、経験式として距離減衰式を参照する場合には、震源断層の拡がりや不均

質性、断層破壊の伝播や震源メカニズム等の影響が考慮された上で、当該距離減衰式に応じた

適切なパラメータが設定されていることに留意する必要がある。1 

 

 

 

 

 

 

 

面までの地震波の伝播特性を反映して策定されていること。不確かさの考慮については、敷地

における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析した

上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなどの適切な手法を用いて評価すること。22 

（３）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻

内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に各種の不確かさ

を考慮して、敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されていること。 

（４）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的

に考慮することによって、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策

定されていること。 

 

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

3.1 策定方針 

 

（１）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定においては、検討用地震ごとに「応答ス

ペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」に基づき策

定されている必要がある。なお、地震動評価に当たっては、敷地における地震観測記録を踏ま

えて、地震発生様式、地震波の伝播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含む。）

が十分に考慮されている必要がある。 

 

 

 

（２）震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられる地震につい

ては、断層モデルを用いた手法が重視されている必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動評価に大きな影響

を与えると考えられる不

確かさを考慮して適切に

策定されていることを、地

震学及び地震工学的見地

に基づく総合的な観点か

ら判断する」ものであるこ

とから記載を明確にした。

（「基準地震動の策定に係

る審査について」（令和 2

年12月16日原子力規制委

員会了承）） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 経験式を用いる場合の留

意事項が分散していたた

め、「3.1 審査の方針」（２）

としてまとめた。 

 

 

○ この審査ガイドの本文に

は、審査の流れ、アウトラ

インが明確になるよう、確

認すべき項目、その網羅性

に配慮して記載すること

とし、わかりやすさの観点

から説明を加えたものに

ついては、解説にまとめ

た。（「審査ガイドの位置付

 
1 【3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価（１）①２）から移動】＜p.８＞ 
22 「不確かさの考慮については、」以降は、削除 
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（２）複雑な自然現象の観測データにばらつきが存在するのは当然であり、経験式とは、観測データ

に基づいて複数の物理量等の相関を式として表現するものである。したがって、評価時点で適

用実績が十分でなく、かつ、広く一般に使われているものではない経験式が選定されている場

合には、その適用条件、適用範囲のほか、当該経験式の元となった観測データの特性、考え方

等に留意する必要がある。 

 

3.2 検討用地震の選定 

検討用地震の選定に係る審査では、第一段階として、検討用地震の候補とする地震の抽出が適切

に行われていることを確認する。その際には、当該地震の断層位置及び断層形状等の評価並びに震

源特性パラメータの設定が適切になされていることを確認する。第二段階として、抽出された検討

用地震の候補とする地震の中から、適切に敷地への影響を勘案して検討用地震が複数選定されてい

ることを確認する。それぞれの確認内容は以下のとおり。 

 

3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出 

（１）以下の地震が検討用地震の候補とする地震として抽出されていることを確認する。 

① 内陸地殻内地震については、「震源として考慮する活断層」による地震、被害地震等 

② プレート間地震及び海洋プレート内地震については、地震調査研究推進本部等の機関が想定

している地震、被害地震等 

（２）（１）で抽出された検討用地震の候補とする地震について、内陸地殻内地震、プレート間地震

及び海洋プレート内地震の地震発生様式ごとに、必要に応じ、各種の調査及び観測等により震

源として想定する断層の位置、形状等が適切に設定されていることを確認する。2 

（３）（１）で抽出された検討用地震の候補とする地震について、震源として想定する断層の震源特

性パラメータが適切に設定されていることを、必要に応じ以下の点を踏まえ確認する。 

① 内陸地殻内地震の起震断層、活動区間及びプレート間地震の震源領域に対応する震源特性パ

ラメータに関して、既存文献の調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査の

結果を踏まえ適切に設定されていること3 

② プレート間地震及び海洋プレート内地震の規模の設定においては、敷地周辺において過去に

発生した地震の規模、すべり量、震源領域の広がり等に関する地形・地質学的、地震学的及び

測地学的な直接・間接的な情報が可能な限り活用されていること。国内のみならず世界で起き

た大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構やテクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源

領域が設定されていること。特に、海洋プレート内地震についてはアスペリティの応力降下量

（短周期レベル）が適切に設定されていること4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 検討用地震の選定 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 地震の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

け」（令和 3 年 6 月 16 日原

子力規制委員会了承）） 

○ 経験式とはどのようなも

のかについて解説を追加

した。（「基準地震動の策定

に係る審査について」（令

和2年12月16日原子力規

制委員会了承）） 

○ 検討用地震を選定する際

には、検討用地震の候補と

する地震を抽出し、その中

から検討用地震を選定す

ることから、この手順を追

加した。 

 

○ 改正前の「3.2.1 地震の

分類」の内容は、検討用地

震を選定した後のもので

あったため、「3.2.1 検討

用地震の候補とする地震

の抽出」と「3.2.2 検討用

地震選定の妥当性確認」に

わけて、これにあわせて記

載を修正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 【3.2.1 地震の分類（１）をもとに候補を抽出する際の確認として追加】＜p.６＞ 
3 【3.2.3 震源特性パラメータの設定（１）から移動】＜p.７＞ 
4 【3.2.3 震源特性パラメータの設定（３）から移動】＜p.７＞ 
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③ 長大な活断層については、断層の長さ、地震発生層の厚さ、断層傾斜角、1 回の地震の断層

変位、断層間相互作用（活断層の連動）等に関する最新の研究成果を十分考慮して、地震規模

や震源断層モデルが設定されていること5 

④ 孤立した短い活断層については、地震発生層の厚さ、地震発生機構、断層破壊過程、スケー

リング則等に関する最新の研究成果を十分に考慮して、地震規模や震源断層モデルが設定され

ていること6 

 

3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認 

（１）3.2.1 で抽出した検討用地震の候補とする地震から、次のとおり検討用地震が選定されている

ことを確認する。 

① 内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質や地震発生

状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形状・運動・相

互作用を含む。）に関する研究成果等を総合的に検討した上で、距離減衰式等により敷地への

影響の評価が行われていること7 

② 上記のうち、敷地に大きな影響を与えると考えられる地震から「検討用地震」が複数選定され

ていること 

（２）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が卓越する施設等がある場合は、

必要に応じてやや長周期の地震動が卓越するような地震が検討用地震として適切に選定されて

いることを確認する。8 

 

〔解説〕 

（１）「敷地への影響の評価」については、距離減衰式による応答スペクトルの比較に限定するもの

ではなく、検討用地震の候補とする地震の発生状況等を踏まえ、地震規模及び震央距離の関係

から敷地における震度を評価する等により、適切に行われていることに留意する必要がある。 

（２）検討用地震の選定に当たり、断層の形状、震源特性パラメータの設定等の評価においてより詳

細な情報が必要となった場合、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等の追加

の情報が十分に得られていることに留意する必要がある。9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質や地震発生

状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形状・運動・相

互作用を含む。）に関する既往の研究成果等を総合的に検討して、検討用地震が複数選定され

ていることを確認する。23 

 

 

（２）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が卓越する施設等がある場合は、

必要に応じてやや長周期の地震動が卓越するような地震が検討用地震として適切に選定されて

いることを確認する。24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 震源として想定する断層の形状等の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 敷地への影響を評価する

際には、震源の距離との関

係等も考慮されているか

を留意する必要があるこ

とを解説に追加した。 

 

 

○ 改正前の「3.2.2 震源と

して想定する断層の形状

等の評価」及び「3.2.3 震

 
5 【3.2.3 震源特性パラメータの設定（４）から移動】＜p.７＞ 
6 【3.2.3 震源特性パラメータの設定（５）から移動】＜p.７＞ 
7 【3.2.1 地震の分類（１）から移動】＜p.６＞ 
8 【3.2.1 地震の分類（２）から移動】＜p.６＞ 
9 【3.2.2 震源として想定する断層の形状等の評価（２）から移動】＜p.７＞ 
23 【3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認（１）①に移動】＜p.６＞ 
24 【3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認（２）に移動】＜p.６＞ 
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3.3 地震動評価 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 

（１）内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、各種の調査及び観測等に

より震源として想定する断層の形状等の評価が適切に行われていることを確認する。25 

（２）検討用地震による地震動を断層モデル等により詳細に評価した結果、断層の位置、長さ等の震

源特性パラメータの設定やその不確かさ等の評価においてより詳細な情報が必要となった場

合、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等の追加調査の実施を求めるととも

に、追加調査の後、それらの詳細な情報が十分に得られていることを確認する。26 

 

3.2.3 震源特性パラメータの設定 

（１）内陸地殻内地震の起震断層、活動区間及びプレート間地震の震源領域に対応する震源特性パラ

メータに関して、既存文献の調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査の結

果を踏まえ適切に設定されていることを確認する。27 

（２）震源モデルの長さ又は面積、あるいは１回の活動による変位量と地震規模を関連づける経験式

を用いて地震規模を設定する場合には、経験式の適用範囲が十分に検討されていることを確認

する。その際、経験式は平均値としての地震規模を与えるものであることから、経験式が有す

るばらつきも考慮されている必要がある。28 

（３）プレート間地震及び海洋プレート内地震の規模の設定においては、敷地周辺において過去に発

生した地震の規模、すべり量、震源領域の広がり等に関する地形・地質学的、地震学的及び測

地学的な直接・間接的な情報が可能な限り活用されていることを確認する。国内のみならず世

界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構やテクトニクス的背景の類似性を考慮した

上で震源領域が設定されていることを確認する。特に、スラブ内地震についてはアスペリティ

の応力降下量（短周期レベル）が適切に設定されていることを確認する。29 

（４）長大な活断層については、断層の長さ、地震発生層の厚さ、断層傾斜角、1 回の地震の断層変

位、断層間相互作用（活断層の連動）等に関する最新の研究成果を十分考慮して、地震規模や

震源断層モデルが設定されていることを確認する。30 

（５）孤立した長さの短い活断層については、地震発生層の厚さ、地震発生機構、断層破壊過程、ス

ケーリング則等に関する最新の研究成果を十分に考慮して、地震規模や震源断層モデルが設定

されていることを確認する。31 

 

3.3 地震動評価 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 

源特性パラメータの設定」

の内容は、検討用地震の候

補とする地震の審査に関

するものと検討用地震の

選定に関するものが混在

していたため、「3.2.1 検

討用地震の候補とする地

震」及び「3.2.2 検討用地

震選定の妥当性確認」に整

理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 【3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出（２）に移動】＜p.５＞ 
26 【3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認 解説（２）に移動】＜p.６＞ 
27 【3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出（３）①に移動】＜p.５＞ 
28 【3.1 審査の方針（２）に統合】＜p.４＞ 
29 【3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出（３）②に移動】＜p.５＞ 
30 【3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出（３）③に移動】＜p.６＞ 
31 【3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出（３）④に移動】＜p.６＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて応答スペクトルが評価され、それらを基に設定された応

答スペクトルに対して、地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性が適切に

設定され、地震動評価が行われていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）応答スペクトルに基づく地震動評価における地震波伝播特性（サイト特性）の評価について

は、以下の点を確認する。 

①水平及び鉛直地震動の応答スペクトルは、参照する距離減衰式の特徴を踏まえ、敷地周辺の地

下構造に基づく地震波の伝播特性（サイト特性）の影響を考慮して適切に評価されていること10 

 

②敷地における地震観測記録が存在する場合には、それらを収集・整理・解析し、地震の発生様

式や地域性を考慮して地震波の伝播特性の影響を評価し、応答スペクトルに反映させているこ

と11 

 

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源モデル及び震源特性パラメータが設定され、地震動

評価が行われていることを確認する。  

（２）・（３） （略） 

（４）経験的グリーン関数法、統計的グリーン関数法、ハイブリッド法以外の手法を用いる場合に

は、その手法の妥当性が示されていることを確認する。 

（５）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価は、以下の点を確認する。 

① 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、地表に変位を伴う断層全体（地表地震

断層から震源断層までの断層全体）を考慮した上で、震源モデルの形状及び位置の妥当性、敷

地及びそこに設置する施設との位置関係、並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について

詳細に検討されていること12 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて応答スペクトルが評価され、それらを基に設定された応

答スペクトルに対して、地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性が適切に

設定され、地震動評価が行われていることを確認する。 

① 経験式（距離減衰式）の選定 

１）応答スペクトルに基づく地震動評価において、用いられている地震記録の地震規模、震源

距離等から、適用条件、適用範囲について検討した上で、経験式（距離減衰式）が適切に

選定されていることを確認する。32 

２）参照する距離減衰式に応じて適切なパラメータを設定する必要があり、併せて震源断層の

拡がりや不均質性、断層破壊の伝播や震源メカニズムの影響が適切に考慮されていること

を確認する。33 

② 地震波伝播特性（サイト特性）の評価 

 

１）水平及び鉛直地震動の応答スペクトルは、参照する距離減衰式の特徴を踏まえ、敷地周辺

の地下構造に基づく地震波の伝播特性（サイト特性）の影響を考慮して適切に評価されて

いることを確認する。34 

２）敷地における地震観測記録が存在する場合には、それらを収集・整理・解析し、地震の発

生様式や地域性を考慮して地震波の伝播特性の影響を評価し、応答スペクトルに反映させ

ていることを確認する。35 

 

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源特性パラメータが設定され、地震動評価が行われて

いることを確認する。 

（２）・（３） （略） 

（４）経験的グリーン関数法、統計的グリーン関数法、ハイブリッド法以外の手法を用いる場合に

は、その手法の妥当性が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 改正前の「3.3.2 断層モ

デルを用いた手法による

地震動評価」（４）①～③

は、経験的グリーン関数法

等に用いるパラメータの

説明であるため、解説に移

動した。また、（４）の④と

⑤は、経験的グリーン関数

法等の説明ではなく、震源

が敷地に極めて近い場合

の地震動評価と地下構造

 
10 【3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価② 地震波伝播特性（サイト特性）の評価１）から移動】＜p.８＞ 
11 【3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価② 地震波伝播特性（サイト特性）の評価２）から移動】＜p.８＞ 
12 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価１）から移動】＜p.11＞ 
32 【3.1 審査の方針（２）に統合】＜p.４＞ 
33 【3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認 解説（２）に移動】＜p.６＞ 
34 【3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価（２）①に移動】＜p.８＞ 
35 【3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価（２）②に移動】＜p.８＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

② これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、各種の不確かさが地震動評価に与

える影響をより詳細に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知

見を踏まえた上で、さらに十分な余裕を考慮して地震動が評価されていること。特に、評価地

点近傍に存在するアスペリティでの応力降下量などの強震動の生成強度に関するパラメータ、

アスペリティ同士の破壊開始時間のずれや破壊進行パターンの設定において、不確かさを考慮

し、破壊シナリオが適切に考慮されていること13 

③ なお、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を取り込んだ手法によ

り、地表に変位を伴う国内外被害地震の震源極近傍の地震動記録に対して適切な再現解析を行

い、震源モデルに基づく短周期地震動、長周期地震動及び永久変位を十分に説明できているこ

と。この場合、特に永久変位・変形についても実現象を適切に再現できていること。さらに、

浅部における断層のずれの進展の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響を検討するとともに、浅

部における断層のずれの不確かさが十分に評価されていること14 

④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、破壊伝播効果が地震動へ与える影響に

ついて、十分に精査されていること。また、水平動成分に加えて上下動成分の評価が適切に行

われていること15 

（６）地下構造モデルの設定については、以下の点を確認する。 

① 「広域地下構造調査（概査）」と「敷地近傍地下構造調査（精査）」を組み合わせた調査によ

り、地震動評価のための地下構造データが適切に取得されているとともに取得された概査デー

タと精査データがそれぞれ相矛盾していないこと16 

② 地震動評価において、震源領域から地震基盤までの地震波の伝播特性に影響を与える「地殻・

上部マントル構造」、地震基盤から解放基盤までの「広域地下構造」、解放基盤から地表面まで

の「浅部地下構造」を考慮して、地震波速度及び減衰定数等の地下構造モデルが適切に設定さ

れていること。特に、検討用地震としてプレート間地震及び海洋プレート内地震が選定された

場合には、海域や海洋プレートを含む海域地下構造モデル、並びに伝播経路の幾何減衰及び Q

値（内部減衰・散乱減衰）が適切に考慮されていること17 

③ 地下構造モデルの設定においては、地下構造（深部・浅部地下構造）が地震波の伝播特性に与

える影響を検討するため、地層の傾斜、断層、褶曲構造等の地質構造を評価するとともに、地

震発生層の上端深さ、地震基盤・解放基盤の位置や形状、地下構造の三次元不整形性、地震波

速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性が適切に評価されていること18 

④ 地震基盤までの三次元地下構造モデルの設定に当たっては、地震観測記録（鉛直アレイ地震動

観測や水平アレイ地震動観測記録）、微動アレイ探査、重力探査、深層ボーリング、二次元ある

いは三次元の適切な物理探査（反射法・屈折法地震探査）等のデータに基づき、ジョイントイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルの設定であるため、

（５）と（６）にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価２）から移動】＜p.11＞ 
14 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価３）から移動】＜p.11＞ 
15 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価４）から移動】＜p.11＞ 
16 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）⑤ 地下構造モデルの設定１）から移動】＜p.11＞ 
17 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）⑤ 地下構造モデルの設定２）から移動】＜p.11＞ 
18 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）⑤ 地下構造モデルの設定３）から移動】＜p.12＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

ンバージョン解析手法など客観的・合理的な手段によってモデルが評価されていること。な

お、地下構造の評価の過程において、地下構造が水平成層構造と認められる場合を除き、三次

元的な地下構造により検討されていること19 

⑤ 特に、敷地及び敷地近傍においては鉛直アレイ地震動観測や水平アレイ地震動観測記録、及び

物理探査データ等を追加して三次元地下構造モデルを詳細化するとともに、地震観測記録のシ

ミュレーションによってモデルを修正するなど高精度化が図られていること。この場合、適切

な地震観測記録がない場合も含めて、作成された三次元地下構造モデルの精度が地震動評価へ

与える影響について、適切に検討されていること（信頼性の高い地震動評価が目的であるた

め、地下構造モデルの精度に囚われすぎないことに留意する。）20 

 

〔解説〕 

（１）震源モデルの設定 

①震源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づき、地震調査研究推進本部による｢震源断層

を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）｣等の最新の研究成果を考慮し設定されているこ

とに留意する必要がある。 

②アスペリティの位置が活断層調査等によって設定できる場合は、その根拠が示されていること

に留意する必要がある。根拠がない場合は、敷地への影響を考慮して安全側に設定されている

ことに留意する必要がある。 

 

（２）経験的グリーン関数法による地震動評価 

①経験的グリーン関数法を適用する場合には、観測記録の得られた地点と解放基盤表面との相違

が適切に評価されていることに留意する必要がある。また、経験的グリーン関数法に用いる要

素地震については、地震の規模、震源位置、震源深さ、メカニズム等の各種パラメータの設定

が妥当であることに留意する必要がある。 

（３）統計的グリーン関数法及びハイブリッド法による地震動評価 

①統計的グリーン関数法やハイブリッド法による地震動評価においては、震源から評価地点まで

の地震波の伝播特性、地震基盤からの増幅特性が地盤調査結果等に基づき評価されていること

に留意する必要がある。 

②ハイブリッド法を用いる場合の長周期側と短周期側の接続周期は、それぞれの手法の精度や用

いた地下構造モデルを考慮して適切に設定されていることに留意する必要がある。また、地下

構造モデルは地震観測記録等によってその妥当性が検討されていることに留意する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 震源モデルの設定 

１）震源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づき、地震調査研究推進本部による｢震

源断層を特定した地震の強震動予測手法｣等の最新の研究成果を考慮し設定されているこ

とを確認する。 

２）アスペリティの位置が活断層調査等によって設定できる場合は、その根拠が示されている

ことを確認する。根拠がない場合は、敷地への影響を考慮して安全側に設定されている必

要がある。なお、アスペリティの応力降下量（短周期レベル）については、新潟県中越沖

地震を踏まえて設定されていることを確認する。36 

② 経験的グリーン関数法による地震動評価 

１）経験的グリーン関数法を適用する場合には、観測記録の得られた地点と解放基盤表面との

相違を適切に評価する必要がある。また、経験的グリーン関数法に用いる要素地震につい

ては、地震の規模、震源位置、震源深さ、メカニズム等の各種パラメータの設定が妥当で

あることを確認する。 

③ 統計的グリーン関数法及びハイブリッド法による地震動評価 

１）統計的グリーン関数法やハイブリッド法による地震動評価においては、震源から評価地点

までの地震波の伝播特性、地震基盤からの増幅特性が地盤調査結果等に基づき評価されて

いることを確認する。 

２）ハイブリッド法を用いる場合の長周期側と短周期側の接続周期は、それぞれの手法の精度

や用いた地下構造モデルを考慮して適切に設定されていることを確認する。また、地下構

造モデルは地震観測記録等によってその妥当性が検討されていることを確認する。 

 

④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）⑤ 地下構造モデルの設定４）から移動】＜p.12＞ 
20 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）⑤ 地下構造モデルの設定５）から移動】＜p.12＞ 
36 【「なお、」以降は、3.3. 3 不確かさの考慮 解説（１）に移動】＜p.13＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、地表に変位を伴う断層全体（地表

地震断層から震源断層までの断層全体）を考慮した上で、震源モデルの形状及び位置の妥

当性、敷地及びそこに設置する施設との位置関係、並びに震源特性パラメータの設定の妥

当性について詳細に検討されていることを確認する。37 

２）これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、各種の不確かさが地震動評価

に与える影響をより詳細に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・

技術的知見を踏まえた上で、さらに十分な余裕を考慮して地震動が評価されていることを

確認する。特に、評価地点近傍に存在する強震動生成領域（アスペリテリィ）での応力降

下量などの強震動の生成強度に関するパラメータ、強震動生成領域同士の破壊開始時間の

ずれや破壊進行パターンの設定において、不確かさを考慮し、破壊シナリオが適切に考慮

されていることを確認する。38 

３）なお、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を取り込んだ手法

により、地表に変位を伴う国内外被害地震の震源極近傍の地震動記録に対して適切な再現

解析を行い、震源モデルに基づく短周期地震動、長周期地震動及び永久変位を十分に説明

できていることを確認する。この場合、特に永久変位・変形についても実現象を適切に再

現できていることを確認する。さらに、浅部における断層のずれの進展の不均質性が地震

動評価へ及ぼす影響を検討するとともに、浅部における断層のずれの不確かさが十分に評

価されていることを確認する。39 

４）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、破壊伝播効果が地震動へ与える影

響について、十分に精査されていることを確認する。また、水平動成分に加えて上下動成

分の評価が適切に行われていることを確認する。40 

⑤ 地下構造モデルの設定 

１）「広域地下構造調査（概査）」と「敷地近傍地下構造調査（精査）」を組み合わせた調査に

より、地震動評価のための地下構造データが適切に取得されていることを確認するととも

に、取得された概査データと精査データがそれぞれ相矛盾していないことを確認する。41 

２）地震動評価において、震源領域から地震基盤までの地震波の伝播特性に影響を与える「地

殻・上部マントル構造」、地震基盤から解放基盤までの「広域地下構造」、解放基盤から地

表面までの「浅部地下構造」を考慮して、地震波速度及び減衰定数等の地下構造モデルが

適切に設定されていることを確認する。特に、検討用地震としてプレート間地震及び海洋

プレート内地震が選定された場合には、海域や海洋プレートを含む海域地下構造モデル、

並びに伝播経路の幾何減衰及び Q 値（内部減衰・散乱減衰）が適切に考慮されていること

を確認する。42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（５）①に移動】＜p.８＞ 
38 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（５）②に移動】＜p.９＞ 
39 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（５）③に移動】＜p.９＞ 
40 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（５）④に移動】＜p.９＞ 
41 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（６）①に移動】＜p.９＞ 
42 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（６）②に移動】＜p.９＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）｢震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）｣を用いて地震動評価を行っている場

合には、レシピに示された関係式及び手順に基づいて行われていることに留意する必要があ

る。 

また、レシピに示されていない方法で評価を行っている場合には、その方法が十分な科学的

根拠に基づいていることに留意する必要がある。 

 

3.3.3 不確かさの考慮 

（１）応答スペクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさについて、適切な手法を用いて考慮

されていることを確認する。地震動評価においては、用いる距離減衰式の特徴や適用性、地盤

特性が考慮されていることを確認する。 

（２）断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不確かさについて、適切な手法を用い

て考慮されていることを確認する。併せて、震源特性パラメータの不確かさについて、その設

定の考え方が明確にされていることを確認する。 

 

〔解説〕 

３）地下構造モデルの設定においては、地下構造（深部・浅部地下構造）が地震波の伝播特性

に与える影響を検討するため、地層の傾斜、断層、褶曲構造等の地質構造を評価するとと

もに、地震発生層の上端深さ、地震基盤・解放基盤の位置や形状、地下構造の三次元不整

形性、地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性が適切に評価されていることを確

認する。43 

４）地震基盤までの三次元地下構造モデルの設定に当たっては、地震観測記録（鉛直アレイ地

震動観測や水平アレイ地震動観測記録）、微動アレイ探査、重力探査、深層ボーリング、

二次元あるいは三次元の適切な物理探査（反射法・屈折法地震探査）等のデータに基づ

き、ジョイントインバージョン解析手法など客観的・合理的な手段によってモデルが評価

されていることを確認する。なお、地下構造の評価の過程において、地下構造が水平成層

構造と認められる場合を除き、三次元的な地下構造により検討されていることを確認す

る。44 

５）特に、敷地及び敷地近傍においては鉛直アレイ地震動観測や水平アレイ地震動観測記録、

及び物理探査データ等を追加して三次元地下構造モデルを詳細化するとともに、地震観測

記録のシミュレーションによってモデルを修正するなど高精度化が図られていることを確

認する。この場合、適切な地震観測記録がない場合も含めて、作成された三次元地下構造

モデルの精度が地震動評価へ与える影響について、適切に検討されていることを確認する

（信頼性の高い地震動評価が目的であるため、地下構造モデルの精度に囚われすぎないこ

とに留意する。）。45 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 不確かさの考慮 

（１）応答スペクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさについて、適切な手法を用いて考慮

されていることを確認する。地震動評価においては、用いる距離減衰式の特徴や適用性、地盤

特性が考慮されている必要がある。 

（２）断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不確かさについて、適切な手法を用い

て考慮されていることを確認する。併せて、震源特性パラメータの不確かさについて、その設

定の考え方が明確にされていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ｢震源断層を特定した地震

の強震動予測手法（「レシ

ピ」）｣を用いて地震動評価

を行う場合とそれ以外で

行う場合があることから、

それぞれについて、留意す

る必要がある内容を解説

に追加した。（「基準地震動

の策定に係る審査につい

て」（令和 2 年 12 月 16 日

原子力規制委員会了承）） 

 

 

 

 
43 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（６）③に移動】＜p.９＞ 
44 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（６）④に移動】＜p.９＞ 
45 【3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（６）⑤に移動】＜p.10＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

（１）支配的な震源特性パラメータ等の分析 

①震源モデルの不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、ア

スペリティの位置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確かさ、並びにそれらに係る考え

方、解釈の違いによる不確かさ）の考慮について、敷地における地震動評価に大きな影響を与

えると考えられる支配的なパラメータについて分析され、その結果を地震動評価に反映させて

いることに留意する必要がある。特に、アスペリティの位置・応力降下量や破壊開始点の設定

等が重要であり、震源モデルの不確かさとして適切に評価されていることに留意する必要があ

る。なお、アスペリティの応力降下量（短周期レベル）については、新潟県中越沖地震で得ら

れた知見を踏まえた不確かさが考慮されていることに留意する必要がある。21 

（２）必要に応じた不確かさの組み合わせによる適切な考慮 

①地震動の評価過程に伴う不確かさについては、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切

な手法を用いて考慮されていることに留意する必要がある。 

②地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝播特性（地殻・上部マントル構造）、サイ

ト特性（深部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれるため、これらの不確かさ要

因を偶然的不確かさと認識論的不確かさに分類して、分析が適切になされていることに留意す

る必要がある。 

 

4. 震源を特定せず策定する地震動 

4.1 審査の方針 

「震源を特定せず策定する地震動」の策定に係る審査は、以下の方針で行う。 

（１）「震源を特定せず策定する地震動」が、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地

殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷

地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されていることを確認する。 

（２）応答スペクトルの設定においては、必要に応じて解放基盤表面までの地震波の伝播特性が反映

されていることを確認する。また、敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地

震波の伝播特性に与える影響について適切に評価されていることを確認する。 

（３）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間及び振幅包

絡線の経時的変化等の特性が適切に評価されていることを確認する。 

（４）なお、｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定された基準地震動の妥当性については、最

新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確認する。その際には、地表に明瞭な痕跡を示さな

い震源断層に起因する震源近傍の地震動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮

した評価が適切に行われていることを確認する。 

 

4.2 （略） 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

① 支配的な震源特性パラメータ等の分析 

１）震源モデルの不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜

角、アスペリティの位置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確かさ、並びにそれら

に係る考え方、解釈の違いによる不確かさ）を考慮する場合には、敷地における地震動評

価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析し、その結果を地

震動評価に反映させることが必要である。特に、アスペリティの位置・応力降下量や破壊

開始点の設定等が重要であり、震源モデルの不確かさとして適切に評価されていることを

確認する。 

 

② 必要に応じた不確かさの組み合わせによる適切な考慮 

１）地震動の評価過程に伴う不確かさについては、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど

適切な手法を用いて考慮されていることを確認する。 

２）地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝播特性（地殻・上部マントル構造）、

サイト特性（深部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれるため、これらの不

確実さ要因を偶然的不確実さと認識論的不確実さに分類して、分析が適切になされている

ことを確認する。 

 

4. 震源を特定せず策定する地震動 

4.1 策定方針 

 

（１）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地

殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に各種の不確か

さを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されている必要がある。 

（２）応答スペクトルの設定においては、必要に応じて解放基盤表面までの地震波の伝播特性が反映

されている必要がある。また、敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地震波

の伝播特性に与える影響について適切に評価されている必要がある。 

（３）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間及び振幅包

絡線の経時的変化等の特性が適切に評価されている必要がある。 

（４）なお、｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定された基準地震動の妥当性については、最

新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確認する。その際には、地表に明瞭な痕跡を示さな

い震源断層に起因する震源近傍の地震動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮

した評価が適切に行われている必要がある。 

 

4.2 （略） 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

○ 記載内容に照らし、解説に

移動した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 【「なお、」以降は、3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価（４）① 震源モデルの設定から移動】＜p.10＞ 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

（１）震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震を検討対象地震として適切に

選定し、それらの地震時に得られた震源近傍における観測記録が適切かつ十分に収集されてい

ることを確認する。 

（２）「全国共通に考慮すべき地震動」の検討対象地震の選定においては、地震規模のスケーリング

（スケーリング則が不連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現しない可能性

がある地震」が適切に選定されていることを確認する。 

（３）「地域性を考慮する地震動」の検討対象地震の選定においては、「事前に活断層の存在が指摘さ

れていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」についても検

討を加え、必要に応じて選定されていることを確認する。 

 

5. 基準地震動 

 5.1 審査の方針 

基準地震動の策定に係る審査は、以下の方針で行う。 

 

（１）基準地震動が、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する

地震動」の評価結果を踏まえて、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさを考慮して適切

に策定されていることを確認する。 

（２）基準地震動の策定に当たり、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式、地震波の

伝播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含む。）が十分に考慮されていることを

確認する。 

（３）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が卓越する施設等がある場合は、

その周波数特性に着目して地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に基準地震動が

策定されていることを確認する。 

 

5.2 （略） 

 

6. 超過確率 

6.1 審査の方針 

超過確率の参照に係る審査は、以下の方針で行う。 

 

（１）・（２） （略） 

 

〔解説〕 （略） 

 

6.2 （略） 

 

7. 入力地震動 

（１）震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震を検討対象地震として適切に

選定し、それらの地震時に得られた震源近傍における観測記録を適切かつ十分に収集している

ことを確認する。 

（２）「全国共通に考慮すべき地震動」の検討対象地震の選定においては、地震規模のスケーリング

（スケーリング則が不連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現しない可能性

がある地震」を適切に選定していることを確認する。 

（３）「地域性を考慮する地震動」の検討対象地震の選定においては、「事前に活断層の存在が指摘さ

れていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」についても検

討を加え、必要に応じて選定していることを確認する。 

 

5. 基準地震動 

 5.1 策定方針 

 

 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する

地震動」の評価結果を踏まえて、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさを考慮して適切

に策定されている必要がある。 

（２）基準地震動の策定に当たっては、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式、地震

波の伝播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含む。）が十分に考慮されている必

要がある。 

（３）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が卓越する施設等がある場合は、

その周波数特性に着目して地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に基準地震動が

策定されている必要がある。 

 

5.2 （略） 

 

6. 超過確率 

6.1 評価方針 

 

 

（１）・（２） （略） 

 

〔解説〕 （略） 

 

6.2 （略） 

 

7. 入力地震動 
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改  正  後 改  正  前 説 明 

7.1 審査の方針 

入力地震動の評価に係る審査は、以下の方針で行う。 

 

（１）基準地震動に基づき入力地震動を評価するに当たり、解放基盤表面からの地震波の伝播特性が

適切に考慮されていることを確認する。 

（２）入力地震動の評価に当たって地震波の伝播特性を考慮する際には、敷地周辺の地質・地質構造

の調査及び地盤調査の結果に基づき、地盤の物理・力学特性等が適切に設定されていること、

その妥当性が敷地における観測記録や最新の知見に基づいて検証されていることを確認する。 

 

 

7.2 （略） 

 

7.1 評価方針 

 

 

（１）基準地震動に基づき入力地震動を評価するに当たっては、解放基盤表面からの地震波の伝播特

性を適切に考慮されている必要がある。 

（２）入力地震動の評価に当たって地震波の伝播特性を考慮する際には、敷地周辺の地質・地質構造

の調査及び地盤調査の結果に基づき、地盤の物理・力学特性等を適切に設定されている必要が

あり、その妥当性が敷地における観測記録や最新の知見に基づいて検証されている必要があ

る。 

 

7.2 （略） 
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②敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

（下線部分は主な変更部分） 

改  正  後 改  正  前 改 正 理 由 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

4. 震源断層に係る調査及び評価 

4.4. 震源断層の評価 

4.4.2 内陸地殻内地震に関する震源断層の評価 

（１）～（４） （略） 

（５）地震規模の設定に当たり経験式が用いられている場合には、経験式の適用条件、適用範囲に

ついて確認した上で、当該経験式が適切に選定されていることを確認する。 

 

 

（６） （略） 

 

〔解説〕 

（１）～（４） （略） 

（５）複雑な自然現象の観測データにばらつきが存在するのは当然であり、経験式とは、観測デー

タに基づいて複数の物理量等の相関を式として表現するものである。したがって、評価時点

で適用実績が十分でなく、かつ、広く一般に使われているものではない経験式が選定されて

いる場合には、その適用条件、適用範囲のほか、当該経験式の元となった観測データの特

性、考え方等に留意する必要がある。 

 

 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

4. 震源断層に係る調査及び評価 

4.4. 震源断層の評価 

4.4.2 内陸地殻内地震に関する震源断層の評価 

（１）～（４） （略） 

（５）震源断層モデルの長さ又は面積、あるいは１回の活動による変位量と地震規模を関連づける

経験式を用いて地震規模を設定する場合には、経験式の適用範囲を十分に検討されているこ

とを確認する。その際、経験式は平均値としての地震規模を与えるものであることから、経

験式が有するばらつきも考慮されていることを確認する。 

（６） （略） 

 

〔解説〕 

（１）～（４） （略） 

 

 

 

 

○ 経験式を用いる場合の留

意事項を「基準地震動及

び耐震設計方針に係る審

査ガイドの新旧対照及び

説明」の改正後「3.1 審

査の方針」（２）と同様に

まとめた。 

 

-18-



（案） 
 

 

 

 

改正 令和 年 月 日 原規技発第    号 原子力規制委員会決定 

 

令和 年 月 日 

 

原子力規制委員会   

 

基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド等の一部改正について 

 

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。 

⑴ 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号） 別表第

１ 

⑵ 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発第 1306191

号） 別表第２ 

 

附 則 

この規程は、   年  月  日から施行する。 
 

 

 

 

 

 

（別紙２） 
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別表第１ 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 新旧対照表 

       （下線を付し、又は二重線で囲んだ部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

目次 

Ⅰ．基準地震動 

1. 総則 .................................................. 1 

1.1 目的 ............................................... 1 

1.2 適用範囲 ........................................... 1 

1.3 用語の定義 ......................................... 2 

2. 基準地震動の策定に係る審査の基本方針 .................. 2 

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 ................ 3 

3.1 審査の方針 ......................................... 3 

3.2 検討用地震の選定 ................................... 3 

3.2.1 検討用地震の候補とする地震の抽出 ............... 3 

3.2.2 検討用地震選定の妥当性確認 ..................... 4 

(削除) 

3.3 地震動評価 ......................................... 5 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 ............... 5 

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 ......... 5 

3.3.3 不確かさの考慮 ................................. 7 

4. 震源を特定せず策定する地震動 .......................... 8 

4.1 審査の方針 ......................................... 8 

4.2 地震動評価 ......................................... 8 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 ... 8 

4.2.2 応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認 9 

5. 基準地震動 ........................................... 10 

5.1 審査の方針 ........................................ 10 

5.2 基準地震動の策定 .................................. 10 

6. 超過確率 ............................................. 10 

6.1 審査の方針 ........................................ 10 

目次 

Ⅰ．基準地震動 

1. 総則 .................................................. 1 

1.1 目的 ............................................... 1 

1.2 適用範囲 ........................................... 1 

1.3 用語の定義 ......................................... 1 

2. 基本方針 .............................................. 2 

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 ................ 3 

3.1 策定方針 ........................................... 3 

3.2 検討用地震の選定 ................................... 3 

3.2.1 地震の分類 ..................................... 3 

3.2.2 震源として想定する断層の形状等の評価 ........... 3 

3.2.3 震源特性パラメータの設定 ....................... 3 

3.3 地震動評価 ......................................... 4 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 ............... 4 

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 ......... 4 

3.3.3 不確かさの考慮 ................................. 6 

4. 震源を特定せず策定する地震動 .......................... 7 

4.1 策定方針 ........................................... 7 

4.2 地震動評価 ......................................... 7 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 ... 8 

4.2.2 応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認 8 
5. 基準地震動 ............................................ 9 

5.1 策定方針 ........................................... 9 

5.2 基準地震動の策定 ................................... 9 

6. 超過確率 .............................................. 9 

6.1 評価方針 ........................................... 9 
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6.2 基準地震動の超過確率 .............................. 11 

6.2.1 地震ハザード評価関連情報の収集・分析 .......... 11 

6.2.2 震源モデルの設定 .............................. 11 

6.2.3 地震動評価モデルの設定 ........................ 11 

6.2.4 ロジックツリーの作成 .......................... 11 

6.2.5 地震ハザード評価 .............................. 12 

6.2.6 基準地震動の超過確率の参照 .................... 12 

7. 入力地震動 ........................................... 12 

7.1 審査の方針 ........................................ 12 

7.2 入力地震動の評価 .................................. 12 

7.2.1 地盤モデル（物理・力学特性等）の設定 .......... 12 

7.2.2 入力地震動の評価 .............................. 12 

8. 留意事項 ............................................. 13 

 

Ⅱ．耐震設計方針 

 

1. 総則 ................................................. 14 

1.1 目的 .............................................. 14 

1.2 適用範囲 .......................................... 15 

2. 基本方針 ............................................. 15 

2.1 基本方針の概要 .................................... 15 

2.2 審査範囲及び事項 .................................. 15 

3. 耐震重要度分類 ....................................... 17 

3.1 Ｓクラスの施設 .................................... 17 

3.2 Ｂクラスの施設 .................................... 17 

3.3 Ｃクラスの施設 .................................... 17 

4. 弾性設計用地震動 ..................................... 17 

5. 地震力の算定法 ....................................... 17 

5.1 地震応答解析による地震力 .......................... 17 

5.1.1 基準地震動による地震力 ........................ 17 

5.1.2 弾性設計用地震動による地震力 .................. 17 

6.2 基準地震動の超過確率 .............................. 10 

6.2.1 地震ハザード評価関連情報の収集・分析 .......... 10 

6.2.2 震源モデルの設定 .............................. 10 

6.2.3 地震動評価モデルの設定 ........................ 10 

6.2.4 ロジックツリーの作成 .......................... 10 

6.2.5 地震ハザード評価 .............................. 10 

6.2.6 基準地震動の超過確率の参照 .................... 11 

7. 入力地震動 ........................................... 11 

7.1 評価方針 .......................................... 11 

7.2 入力地震動の評価 .................................. 11 

7.2.1 地盤モデル（物理・力学特性等）の設定 .......... 11 

7.2.2 入力地震動の評価 .............................. 11 

8. 留意事項 ............................................. 11 

 

Ⅱ．耐震設計方針 

 

1. 総則 ................................................. 13 

1.1 目的 .............................................. 13 

1.2 適用範囲 .......................................... 14 

2. 基本方針 ............................................. 14 

2.1 基本方針の概要 .................................... 14 

2.2 審査範囲及び事項 .................................. 14 

3. 耐震重要度分類 ....................................... 16 

3.1 Ｓクラスの施設 .................................... 16 

3.2 Ｂクラスの施設 .................................... 16 

3.3 Ｃクラスの施設 .................................... 16 

4. 弾性設計用地震動 ..................................... 16 

5. 地震力の算定法 ....................................... 16 

5.1 地震応答解析による地震力 .......................... 16 

5.1.1 基準地震動による地震力 ........................ 16 

5.1.2 弾性設計用地震動による地震力 .................. 16 

-21-



3 

5.1.3 地震応答解析 .................................. 18 

5.2 静的地震力 ........................................ 18 

5.2.1 建物・構築物 .................................. 18 

5.2.2 機器・配管系 .................................. 18 

6. 荷重の組合せと許容限界 ............................... 18 

6.1 建物・構築物 ...................................... 18 

6.1.1 Ｓクラスの建物・構築物 ........................ 18 

6.1.2 Ｂクラスの建物・構築物 ........................ 19 

6.1.3 Ｃクラスの建物・構築物 ........................ 19 

6.2 機器・配管系 ...................................... 19 

6.2.1 Ｓクラスの機器・配管系 ........................ 19 

6.2.2 Ｂクラスの機器・配管系 ........................ 19 

6.2.3 Ｃクラスの機器・配管系 ........................ 19 

6.3 津波防護施設、浸水防止設備等 ...................... 19 

6.3.1 Ｓクラスの建物・構築物 ........................ 19 

6.3.2 Ｓクラスの設備 ................................ 20 

6.3.3 地震と津波の組合せ ............................ 20 

7. 設計における留意事項 ................................. 20 

7.1 波及的影響 ........................................ 20 

 

Ⅲ. 附則 ................................................ 20 

5.1.3 地震応答解析 .................................. 17 

5.2 静的地震力 ........................................ 17 

5.2.1 建物・構築物 .................................. 17 

5.2.2 機器・配管系 .................................. 17 

6. 荷重の組合せと許容限界 ............................... 17 

6.1 建物・構築物 ...................................... 17 

6.1.1 Ｓクラスの建物・構築物 ........................ 17 

6.1.2 Ｂクラスの建物・構築物 ........................ 18 

6.1.3 Ｃクラスの建物・構築物 ........................ 18 

6.2 機器・配管系 ...................................... 18 

6.2.1 Ｓクラスの機器・配管系 ........................ 18 

6.2.2 Ｂクラスの機器・配管系 ........................ 18 

6.2.3 Ｃクラスの機器・配管系 ........................ 18 

6.3 津波防護施設、浸水防止設備等 ...................... 18 

6.3.1 Ｓクラスの建物・構築物 ........................ 18 

6.3.2 Ｓクラスの設備 ................................ 19 

6.3.3 地震と津波の組合せ ............................ 19 

7. 設計における留意事項 ................................. 19 

7.1 波及的影響 ........................................ 19 

 

Ⅲ. 附則 ................................................ 19 

 

Ⅰ．基準地震動 

 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計

方針に関わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原

子力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）

 

Ⅰ．基準地震動 

 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計

方針に関わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原

子力規制委員会規則第 5 号）並びに実用発電用原子炉及びその附属
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並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月

19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置許可基準規則解釈」と

いう。）の趣旨を十分踏まえ、基準地震動の妥当性を厳格に確認す

るための方法の例を示した手引きである。 

 

基準地震動の策定に係る審査のフローを図-1に示す。 

※設置許可基準規則解釈（別記２第４条第5項第3号）では、「全国共通に考慮すべ

き地震動」と「地域性を考慮する地震動」を検討対象とし、「全国共通に考慮

すべき地震動」としては2004年北海道留萌支庁南部の地震の観測記録から推定

した基盤地震動及び標準応答スペクトルを用いることを要求している。 

 

図-1 基準地震動の策定に係る審査フロー 

 

1.2・1.3 （略） 

 

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第

1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下

「許可基準解釈」という。）の趣旨を十分踏まえ、基準地震動の妥

当性を厳格に確認するために活用することを目的とする。 

 

 

基準地震動の策定に係る審査のフローを図-1に示す。 

 
 

 

 

 

図-1 基準地震動の策定に係る審査フロー 

 

1.2・1.3 （略） 
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2. 基準地震動の策定に係る審査の基本方針 

基準地震動の策定に係る審査の基本方針は以下のとおりであ

る。 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、そ

れぞれ解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震

動として策定されていることを確認する。 

（２）基準地震動の策定に係る審査は、設置許可基準規則及び設

置許可基準規則解釈に適合するか否かを本ガイドを参照し

ながら行うものであり、基準地震動が、地震動評価に大き

な影響を与えると考えられる不確かさを考慮して適切に策

定されていることを、地震学及び地震工学的見地に基づく

総合的な観点から判断する。 

（３）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地

殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震につい

て、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下

「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用

地震ごとに不確かさを考慮して、応答スペクトルに基づく

地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価

により、それぞれ解放基盤表面までの地震波の伝播特性を

反映して策定されていることを確認する。 

 

 

 

 

（４）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさ

を考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定

して策定されていることを確認する。 

（５）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

2. 基本方針 

基準地震動の策定における基本方針は以下のとおりである。 

 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、そ

れぞれ解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震

動として策定されていること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地

殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震につい

て、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下

「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用

地震ごとに不確かさを考慮して、応答スペクトルに基づく

地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価

により、それぞれ解放基盤表面までの地震波の伝播特性を

反映して策定されていること。不確かさの考慮について

は、敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考え

られる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に

応じて不確かさを組み合わせるなどの適切な手法を用いて

評価すること。 

（３）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に

各種の不確かさを考慮して、敷地の地盤物性に応じた応答

スペクトルを設定して策定されていること。 

（４）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源
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を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによ

って、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した

地震動として策定されていることを確認する。 

 

を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによ

って、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した

地震動として策定されていること。 

 

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

3.1  審査の方針 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定に係る審

査は、以下の方針で行う。 

（１）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定にお

いては、検討用地震ごとに「応答スペクトルに基づく地震

動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価

」に基づき策定されていることを確認する。なお、地震動

評価に当たっては、敷地における地震観測記録を踏まえ

て、地震発生様式、地震波の伝播経路等に応じた諸特性

（その地域における特性を含む。）が十分に考慮されてい

ることを確認する。 

（２）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定にお

いて経験式が用いられている場合には、経験式の適用条

件、適用範囲について確認した上で、当該経験式が適切に

選定されていることを確認する。 

（３）震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影

響を与えると考えられる地震については、断層モデルを用

いた手法が重視されていることを確認する。 

 

〔解説〕 

（１）地震動評価において、経験式として距離減衰式を参照する

場合には、震源断層の拡がりや不均質性、断層破壊の伝播

や震源メカニズム等の影響が考慮された上で、当該距離減

衰式に応じた適切なパラメータが設定されていることに留

意する必要がある。 

（２）複雑な自然現象の観測データにばらつきが存在するのは当

3. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

3.1 策定方針 

（新設） 

 

（１）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定にお

いては、検討用地震ごとに「応答スペクトルに基づく地震

動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価

」に基づき策定されている必要がある。なお、地震動評価

に当たっては、敷地における地震観測記録を踏まえて、地

震発生様式、地震波の伝播経路等に応じた諸特性（その地

域における特性を含む。）が十分に考慮されている必要が

ある。 

（新設） 

 

 

 

（２）震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影

響を与えると考えられる地震については、断層モデルを用

いた手法が重視されている必要がある。 

 

（新設） 
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然であり、経験式とは、観測データに基づいて複数の物理

量等の相関を式として表現するものである。したがって、

評価時点で適用実績が十分でなく、かつ、広く一般に使わ

れているものではない経験式が選定されている場合には、

その適用条件、適用範囲のほか、当該経験式の元となった

観測データの特性、考え方等に留意する必要がある。 

 

3.2 検討用地震の選定 

検討用地震の選定に係る審査では、第一段階として、検討用地

震の候補とする地震の抽出が適切に行われていることを確認す

る。その際には、当該地震の断層位置及び断層形状等の評価並び

に震源特性パラメータの設定が適切になされていることを確認す

る。第二段階として、抽出された検討用地震の候補とする地震の

中から、適切に敷地への影響を勘案して検討用地震が複数選定さ

れていることを確認する。それぞれの確認内容は以下のとおり。 

 

3.2.1  検討用地震の候補とする地震の抽出 

（１）以下の地震が検討用地震の候補とする地震として抽出され

ていることを確認する。 

① 内陸地殻内地震については、「震源として考慮する活断層

」による地震、被害地震等 

② プレート間地震及び海洋プレート内地震については、地震

調査研究推進本部等の機関が想定している地震、被害地

震等 

（２）（１）で抽出された検討用地震の候補とする地震につい

て、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内

地震の地震発生様式ごとに、必要に応じ、各種の調査及び

観測等により震源として想定する断層の位置、形状等が適

切に設定されていることを確認する。 

（３）（１）で抽出された検討用地震の候補とする地震につい

て、震源として想定する断層の震源特性パラメータが適切

3.2 検討用地震の選定 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 地震の分類 

（１）内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震

について、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小

・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形

状・運動・相互作用を含む。）に関する既往の研究成果等

を総合的に検討して、検討用地震が複数選定されているこ

とを確認する。 

 

（２）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応

答が卓越する施設等がある場合は、必要に応じてやや長周

期の地震動が卓越するような地震が検討用地震として適切

に選定されていることを確認する。 
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に設定されていることを、必要に応じ以下の点を踏まえ確

認する。 

① 内陸地殻内地震の起震断層、活動区間及びプレート間地震

の震源領域に対応する震源特性パラメータに関して、既存

文献の調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理

学的調査の結果を踏まえ適切に設定されていること 

② プレート間地震及び海洋プレート内地震の規模の設定にお

いては、敷地周辺において過去に発生した地震の規模、す

べり量、震源領域の広がり等に関する地形・地質学的、地

震学的及び測地学的な直接・間接的な情報が可能な限り活

用されていること。国内のみならず世界で起きた大規模な

地震を踏まえ、地震の発生機構やテクトニクス的背景の類

似性を考慮した上で震源領域が設定されていること。特

に、海洋プレート内地震についてはアスペリティの応力降

下量（短周期レベル）が適切に設定されていること 

③ 長大な活断層については、断層の長さ、地震発生層の厚

さ、断層傾斜角、1回の地震の断層変位、断層間相互作用

（活断層の連動）等に関する最新の研究成果を十分考慮し

て、地震規模や震源断層モデルが設定されていること 

④ 孤立した短い活断層については、地震発生層の厚さ、地震

発生機構、断層破壊過程、スケーリング則等に関する最新

の研究成果を十分に考慮して、地震規模や震源断層モデル

が設定されていること 

 

3.2.2  検討用地震選定の妥当性確認 

（１）3.2.1で抽出した検討用地震の候補とする地震から、次のと

おり検討用地震が選定されていることを確認する。 

① 内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震

について、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小

・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形

状・運動・相互作用を含む。）に関する研究成果等を総合

3.2.2 震源として想定する断層の形状等の評価 

（１）内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震

について、各種の調査及び観測等により震源として想定す

る断層の形状等の評価が適切に行われていることを確認す

る。 
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的に検討した上で、距離減衰式等により敷地への影響の評

価が行われていること 

② 上記のうち、敷地に大きな影響を与えると考えられる地震

から「検討用地震」が複数選定されていること 

（２）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応

答が卓越する施設等がある場合は、必要に応じてやや長周

期の地震動が卓越するような地震が検討用地震として適切

に選定されていることを確認する。 

 

 

 

〔解説〕 

（１）「敷地への影響の評価」については、距離減衰式による応

答スペクトルの比較に限定するものではなく、検討用地震

の候補とする地震の発生状況等を踏まえ、地震規模及び震

央距離の関係から敷地における震度を評価する等により、

適切に行われていることに留意する必要がある。 

（２）検討用地震の選定に当たり、断層の形状、震源特性パラメ

ータの設定等の評価においてより詳細な情報が必要となっ

た場合、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的

調査等の追加の情報が十分に得られていることに留意する

必要がある。 

 

 

 

 

 

（２）検討用地震による地震動を断層モデル等により詳細に評価

した結果、断層の位置、長さ等の震源特性パラメータの設

定やその不確かさ等の評価においてより詳細な情報が必要

となった場合、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物

理学的調査等の追加調査の実施を求めるとともに、追加調

査の後、それらの詳細な情報が十分に得られていることを

確認する。 

（新設） 

（削除） 3.2.3 震源特性パラメータの設定 

（１）内陸地殻内地震の起震断層、活動区間及びプレート間地震

の震源領域に対応する震源特性パラメータに関して、既存

文献の調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理

学的調査の結果を踏まえ適切に設定されていることを確認

する。 

（２）震源モデルの長さ又は面積、あるいは１回の活動による変

位量と地震規模を関連づける経験式を用いて地震規模を設
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定する場合には、経験式の適用範囲が十分に検討されてい

ることを確認する。その際、経験式は平均値としての地震

規模を与えるものであることから、経験式が有するばらつ

きも考慮されている必要がある。 

（３）プレート間地震及び海洋プレート内地震の規模の設定にお

いては、敷地周辺において過去に発生した地震の規模、す

べり量、震源領域の広がり等に関する地形・地質学的、地

震学的及び測地学的な直接・間接的な情報が可能な限り活

用されていることを確認する。国内のみならず世界で起き

た大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構やテクトニクス

的背景の類似性を考慮した上で震源領域が設定されている

ことを確認する。特に、スラブ内地震についてはアスペリ

ティの応力降下量（短周期レベル）が適切に設定されてい

ることを確認する。 

（４）長大な活断層については、断層の長さ、地震発生層の厚

さ、断層傾斜角、1回の地震の断層変位、断層間相互作用

（活断層の連動）等に関する最新の研究成果を十分考慮し

て、地震規模や震源断層モデルが設定されていることを確

認する。 

（５）孤立した長さの短い活断層については、地震発生層の厚

さ、地震発生機構、断層破壊過程、スケーリング則等に関

する最新の研究成果を十分に考慮して、地震規模や震源断

層モデルが設定されていることを確認する。 

 

3.3 地震動評価 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて応答スペクトルが評

価され、それらを基に設定された応答スペクトルに対し

て、地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震

動特性が適切に設定され、地震動評価が行われていること

を確認する。 

3.3 地震動評価 

3.3.1 応答スペクトルに基づく地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて応答スペクトルが評

価され、それらを基に設定された応答スペクトルに対し

て、地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震

動特性が適切に設定され、地震動評価が行われていること

を確認する。 
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（２）応答スペクトルに基づく地震動評価における地震波伝播特

性（サイト特性）の評価については、以下の点を確認す

る。 

① 水平及び鉛直地震動の応答スペクトルは、参照する距離減

衰式の特徴を踏まえ、敷地周辺の地下構造に基づく地震波

の伝播特性（サイト特性）の影響を考慮して適切に評価さ

れていること 

② 敷地における地震観測記録が存在する場合には、それらを

収集・整理・解析し、地震の発生様式や地域性を考慮して

地震波の伝播特性の影響を評価し、応答スペクトルに反映

させていること 

① 経験式（距離減衰式）の選定 

１）応答スペクトルに基づく地震動評価において、用いら

れている地震記録の地震規模、震源距離等から、適用

条件、適用範囲について検討した上で、経験式（距離

減衰式）が適切に選定されていることを確認する。 

２）参照する距離減衰式に応じて適切なパラメータを設定

する必要があり、併せて震源断層の拡がりや不均質

性、断層破壊の伝播や震源メカニズムの影響が適切に

考慮されていることを確認する。 

② 地震波伝播特性（サイト特性）の評価 

１）水平及び鉛直地震動の応答スペクトルは、参照する距

離減衰式の特徴を踏まえ、敷地周辺の地下構造に基づ

く地震波の伝播特性（サイト特性）の影響を考慮して

適切に評価されていることを確認する。 

２）敷地における地震観測記録が存在する場合には、それ

らを収集・整理・解析し、地震の発生様式や地域性を

考慮して地震波の伝播特性の影響を評価し、応答スペ

クトルに反映させていることを確認する。 

 （新設） 

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源モデル及び震源

3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

（１）検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源特性パラメータ

-30-



12 

特性パラメータが設定され、地震動評価が行われているこ

とを確認する。 

（２）・（３） （略） 

（４）経験的グリーン関数法、統計的グリーン関数法、ハイブリ

ッド法以外の手法を用いる場合には、その手法の妥当性が

示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が設定され、地震動評価が行われていることを確認する。 

 

（２）・（３） （略） 

（４）経験的グリーン関数法、統計的グリーン関数法、ハイブリ

ッド法以外の手法を用いる場合には、その手法の妥当性が

示されていることを確認する。 

① 震源モデルの設定 

１）震源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づ

き、地震調査研究推進本部による｢震源断層を特定した

地震の強震動予測手法｣等の最新の研究成果を考慮し設

定されていることを確認する。 

２）アスペリティの位置が活断層調査等によって設定でき

る場合は、その根拠が示されていることを確認する。

根拠がない場合は、敷地への影響を考慮して安全側に

設定されている必要がある。なお、アスペリティの応

力降下量（短周期レベル）については、新潟県中越沖

地震を踏まえて設定されていることを確認する。 

② 経験的グリーン関数法による地震動評価 

１）経験的グリーン関数法を適用する場合には、観測記録

の得られた地点と解放基盤表面との相違を適切に評価

する必要がある。また、経験的グリーン関数法に用い

る要素地震については、地震の規模、震源位置、震源

深さ、メカニズム等の各種パラメータの設定が妥当で

あることを確認する。 

③ 統計的グリーン関数法及びハイブリッド法による地震動評  

価 

１）統計的グリーン関数法やハイブリッド法による地震動

評価においては、震源から評価地点までの地震波の伝

播特性、地震基盤からの増幅特性が地盤調査結果等に

基づき評価されていることを確認する。 

２）ハイブリッド法を用いる場合の長周期側と短周期側の
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接続周期は、それぞれの手法の精度や用いた地下構造

モデルを考慮して適切に設定されていることを確認す

る。また、地下構造モデルは地震観測記録等によって

その妥当性が検討されていることを確認する。 

④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価 

１）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価において

は、地表に変位を伴う断層全体（地表地震断層から震

源断層までの断層全体）を考慮した上で、震源モデル

の形状及び位置の妥当性、敷地及びそこに設置する施

設との位置関係、並びに震源特性パラメータの設定の

妥当性について詳細に検討されていることを確認す

る。 

２）これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意

の上、各種の不確かさが地震動評価に与える影響をよ

り詳細に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係

る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上で、さらに

十分な余裕を考慮して地震動が評価されていることを

確認する。特に、評価地点近傍に存在する強震動生成

領域（アスペリテリィ）での応力降下量などの強震動

の生成強度に関するパラメータ、強震動生成領域同士

の破壊開始時間のずれや破壊進行パターンの設定にお

いて、不確かさを考慮し、破壊シナリオが適切に考慮

されていることを確認する。 

３）なお、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科

学的・技術的知見を取り込んだ手法により、地表に変

位を伴う国内外被害地震の震源極近傍の地震動記録に

対して適切な再現解析を行い、震源モデルに基づく短

周期地震動、長周期地震動及び永久変位を十分に説明

できていることを確認する。この場合、特に永久変位

・変形についても実現象を適切に再現できていること

を確認する。さらに、浅部における断層のずれの進展
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の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響を検討するとと

もに、浅部における断層のずれの不確かさが十分に評

価されていることを確認する。 

４）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価において

は、破壊伝播効果が地震動へ与える影響について、十

分に精査されていることを確認する。また、水平動成

分に加えて上下動成分の評価が適切に行われているこ

とを確認する。 

⑤ 地下構造モデルの設定 

１）「広域地下構造調査（概査）」と「敷地近傍地下構造

調査（精査）」を組み合わせた調査により、地震動評

価のための地下構造データが適切に取得されているこ

とを確認するとともに、取得された概査データと精査

データがそれぞれ相矛盾していないことを確認する。 

２）地震動評価において、震源領域から地震基盤までの地

震波の伝播特性に影響を与える「地殻・上部マントル

構造」、地震基盤から解放基盤までの「広域地下構造

」、解放基盤から地表面までの「浅部地下構造」を考

慮して、地震波速度及び減衰定数等の地下構造モデル

が適切に設定されていることを確認する。特に、検討

用地震としてプレート間地震及び海洋プレート内地震

が選定された場合には、海域や海洋プレートを含む海

域地下構造モデル、並びに伝播経路の幾何減衰及びQ値

（内部減衰・散乱減衰）が適切に考慮されていること

を確認する。 

３）地下構造モデルの設定においては、地下構造（深部・

浅部地下構造）が地震波の伝播特性に与える影響を検

討するため、地層の傾斜、断層、褶曲構造等の地質構

造を評価するとともに、地震発生層の上端深さ、地震

基盤・解放基盤の位置や形状、地下構造の三次元不整

形性、地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特
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（５）震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価は、以下の点を

確認する。 

① 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、地

表に変位を伴う断層全体（地表地震断層から震源断層まで

の断層全体）を考慮した上で、震源モデルの形状及び位置

の妥当性、敷地及びそこに設置する施設との位置関係、並

びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検

討されていること 

性が適切に評価されていることを確認する。 

４）地震基盤までの三次元地下構造モデルの設定に当たっ

ては、地震観測記録（鉛直アレイ地震動観測や水平ア

レイ地震動観測記録）、微動アレイ探査、重力探査、

深層ボーリング、二次元あるいは三次元の適切な物理

探査（反射法・屈折法地震探査）等のデータに基づ

き、ジョイントインバージョン解析手法など客観的・

合理的な手段によってモデルが評価されていることを

確認する。なお、地下構造の評価の過程において、地

下構造が水平成層構造と認められる場合を除き、三次

元的な地下構造により検討されていることを確認す

る。 

５）特に、敷地及び敷地近傍においては鉛直アレイ地震動

観測や水平アレイ地震動観測記録、及び物理探査デー

タ等を追加して三次元地下構造モデルを詳細化すると

ともに、地震観測記録のシミュレーションによってモ

デルを修正するなど高精度化が図られていることを確

認する。この場合、適切な地震観測記録がない場合も

含めて、作成された三次元地下構造モデルの精度が地

震動評価へ与える影響について、適切に検討されてい

ることを確認する（信頼性の高い地震動評価が目的で

あるため、地下構造モデルの精度に囚われすぎないこ

とに留意する。）。 

 （新設） 
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② これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の

上、各種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細

に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科

学的・技術的知見を踏まえた上で、さらに十分な余裕を考

慮して地震動が評価されていること。特に、評価地点近傍

に存在するアスペリティでの応力降下量などの強震動の生

成強度に関するパラメータ、アスペリティ同士の破壊開始

時間のずれや破壊進行パターンの設定において、不確かさ

を考慮し、破壊シナリオが適切に考慮されていること 

③ なお、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的

・技術的知見を取り込んだ手法により、地表に変位を伴う

国内外被害地震の震源極近傍の地震動記録に対して適切な

再現解析を行い、震源モデルに基づく短周期地震動、長周

期地震動及び永久変位を十分に説明できていること。この

場合、特に永久変位・変形についても実現象を適切に再現

できていること。さらに、浅部における断層のずれの進展

の不均質性が地震動評価へ及ぼす影響を検討するととも

に、浅部における断層のずれの不確かさが十分に評価され

ていること 

④ 震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価においては、破

壊伝播効果が地震動へ与える影響について、十分に精査さ

れていること。また、水平動成分に加えて上下動成分の評

価が適切に行われていること 

（６）地下構造モデルの設定については、以下の点を確認する。 

① 「広域地下構造調査（概査）」と「敷地近傍地下構造調査

（精査）」を組み合わせた調査により、地震動評価のため

の地下構造データが適切に取得されているとともに取得さ

れた概査データと精査データがそれぞれ相矛盾していない

こと 

② 地震動評価において、震源領域から地震基盤までの地震波

の伝播特性に影響を与える「地殻・上部マントル構造」、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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地震基盤から解放基盤までの「広域地下構造」、解放基盤

から地表面までの「浅部地下構造」を考慮して、地震波速

度及び減衰定数等の地下構造モデルが適切に設定されてい

ること。特に、検討用地震としてプレート間地震及び海洋

プレート内地震が選定された場合には、海域や海洋プレー

トを含む海域地下構造モデル、並びに伝播経路の幾何減衰

及びQ値（内部減衰・散乱減衰）が適切に考慮されている

こと 

③ 地下構造モデルの設定においては、地下構造（深部・浅部

地下構造）が地震波の伝播特性に与える影響を検討するた

め、地層の傾斜、断層、褶曲構造等の地質構造を評価する

とともに、地震発生層の上端深さ、地震基盤・解放基盤の

位置や形状、地下構造の三次元不整形性、地震波速度構造

等の地下構造及び地盤の減衰特性が適切に評価されている

こと 

④ 地震基盤までの三次元地下構造モデルの設定に当たって

は、地震観測記録（鉛直アレイ地震動観測や水平アレイ地

震動観測記録）、微動アレイ探査、重力探査、深層ボーリ

ング、二次元あるいは三次元の適切な物理探査（反射法・

屈折法地震探査）等のデータに基づき、ジョイントインバ

ージョン解析手法など客観的・合理的な手段によってモデ

ルが評価されていること。なお、地下構造の評価の過程に

おいて、地下構造が水平成層構造と認められる場合を除

き、三次元的な地下構造により検討されていること 

⑤ 特に、敷地及び敷地近傍においては鉛直アレイ地震動観測

や水平アレイ地震動観測記録、及び物理探査データ等を追

加して三次元地下構造モデルを詳細化するとともに、地震

観測記録のシミュレーションによってモデルを修正するな

ど高精度化が図られていること。この場合、適切な地震観

測記録がない場合も含めて、作成された三次元地下構造モ

デルの精度が地震動評価へ与える影響について、適切に検
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討されていること（信頼性の高い地震動評価が目的である

ため、地下構造モデルの精度に囚われすぎないことに留意

する。） 

 

〔解説〕 

（１）震源モデルの設定 

① 震源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づ

き、地震調査研究推進本部による｢震源断層を特定した

地震の強震動予測手法（「レシピ」）｣等の最新の研究

成果を考慮し設定されていることに留意する必要があ

る。 

② アスペリティの位置が活断層調査等によって設定でき

る場合は、その根拠が示されていることに留意する必

要がある。根拠がない場合は、敷地への影響を考慮し

て安全側に設定されていることに留意する必要があ

る。 

（２）経験的グリーン関数法による地震動評価 

① 経験的グリーン関数法を適用する場合には、観測記録

の得られた地点と解放基盤表面との相違が適切に評価

されていることに留意する必要がある。また、経験的

グリーン関数法に用いる要素地震については、地震の

規模、震源位置、震源深さ、メカニズム等の各種パラ

メータの設定が妥当であることに留意する必要があ

る。 

（３）統計的グリーン関数法及びハイブリッド法による地震動

評価 

① 統計的グリーン関数法やハイブリッド法による地震動

評価においては、震源から評価地点までの地震波の伝

播特性、地震基盤からの増幅特性が地盤調査結果等に

基づき評価されていることに留意する必要がある。 

② ハイブリッド法を用いる場合の長周期側と短周期側の

 

 

 

 

（新設） 
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接続周期は、それぞれの手法の精度や用いた地下構造

モデルを考慮して適切に設定されていることに留意す

る必要がある。また、地下構造モデルは地震観測記録

等によってその妥当性が検討されていることに留意す

る必要がある。 

（４）｢震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」

）｣を用いて地震動評価を行っている場合には、レシピに示

された関係式及び手順に基づいて行われていることに留意

する必要がある。 

また、レシピに示されていない方法で評価を行っている場

合には、その方法が十分な科学的根拠に基づいていること

に留意する必要がある。 

 

3.3.3 不確かさの考慮 

（１）応答スペクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさ

について、適切な手法を用いて考慮されていることを確認

する。地震動評価においては、用いる距離減衰式の特徴や

適用性、地盤特性が考慮されていることを確認する。 

（２）断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不

確かさについて、適切な手法を用いて考慮されていること

を確認する。併せて、震源特性パラメータの不確かさにつ

いて、その設定の考え方が明確にされていることを確認す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 不確かさの考慮 

（１）応答スペクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさ

について、適切な手法を用いて考慮されていることを確認

する。地震動評価においては、用いる距離減衰式の特徴や

適用性、地盤特性が考慮されている必要がある。 

（２）断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不

確かさについて、適切な手法を用いて考慮されていること

を確認する。併せて、震源特性パラメータの不確かさにつ

いて、その設定の考え方が明確にされていることを確認す

る。 

① 支配的な震源特性パラメータ等の分析 

１）震源モデルの不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層

の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、アスペリティの

位置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確か

さ、並びにそれらに係る考え方、解釈の違いによる不

確かさ）を考慮する場合には、敷地における地震動評

価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメ

ータについて分析し、その結果を地震動評価に反映さ
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〔解説〕 

（１）支配的な震源特性パラメータ等の分析 

① 震源モデルの不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層

の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、アスペリティの

位置・大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確か

さ、並びにそれらに係る考え方、解釈の違いによる不

確かさ）の考慮について、敷地における地震動評価に

大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータ

について分析され、その結果を地震動評価に反映させ

ていることに留意する必要がある。特に、アスペリテ

ィの位置・応力降下量や破壊開始点の設定等が重要で

あり、震源モデルの不確かさとして適切に評価されて

いることに留意する必要がある。なお、アスペリティ

の応力降下量（短周期レベル）については、新潟県中

越沖地震で得られた知見を踏まえた不確かさが考慮さ

れていることに留意する必要がある。 

せることが必要である。特に、アスペリティの位置・

応力降下量や破壊開始点の設定等が重要であり、震源

モデルの不確かさとして適切に評価されていることを

確認する。 

② 必要に応じた不確かさの組み合わせによる適切な考慮 

１）地震動の評価過程に伴う不確かさについては、必要に

応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用い

て考慮されていることを確認する。 

２）地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝

播特性（地殻・上部マントル構造）、サイト特性（深

部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれ

るため、これらの不確実さ要因を偶然的不確実さと認

識論的不確実さに分類して、分析が適切になされてい

ることを確認する。 

 

（新設） 
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（２）必要に応じた不確かさの組み合わせによる適切な考慮 

① 地震動の評価過程に伴う不確かさについては、必要に

応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用い

て考慮されていることに留意する必要がある。 

② 地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝

播特性（地殻・上部マントル構造）、サイト特性（深

部・浅部地下構造）における各種の不確かさが含まれ

るため、これらの不確かさ要因を偶然的不確かさと認

識論的不確かさに分類して、分析が適切になされてい

ることに留意する必要がある。 

 

4. 震源を特定せず策定する地震動 

4.1 審査の方針 

「震源を特定せず策定する地震動」の策定に係る審査は、以下

の方針で行う。 

（１）「震源を特定せず策定する地震動」が、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさ

を考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定

して策定されていることを確認する。 

（２）応答スペクトルの設定においては、必要に応じて解放基盤

表面までの地震波の伝播特性が反映されていることを確認

する。また、敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地

盤構造）が地震波の伝播特性に与える影響について適切に

評価されていることを確認する。 

（３）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対

して、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の

特性が適切に評価されていることを確認する。 

（４）なお、｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定された

基準地震動の妥当性については、最新の科学的・技術的知

見を踏まえて個別に確認する。その際には、地表に明瞭な

4. 震源を特定せず策定する地震動 

4.1 策定方針 

（新設） 

 

（１）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に

各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答ス

ペクトルを設定して策定されている必要がある。 

（２）応答スペクトルの設定においては、必要に応じて解放基盤

表面までの地震波の伝播特性が反映されている必要があ

る。また、敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤

構造）が地震波の伝播特性に与える影響について適切に評

価されている必要がある。 

（３）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対

して、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の

特性が適切に評価されている必要がある。 

（４）なお、｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定された

基準地震動の妥当性については、最新の科学的・技術的知

見を踏まえて個別に確認する。その際には、地表に明瞭な
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痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動につ

いて、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価

が適切に行われていることを確認する。 

 

4.2 地震動評価 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（１）震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内

の地震を検討対象地震として適切に選定し、それらの地震

時に得られた震源近傍における観測記録が適切かつ十分に

収集されていることを確認する。 

（２）「全国共通に考慮すべき地震動」の検討対象地震の選定に

おいては、地震規模のスケーリング（スケーリング則が不

連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現

しない可能性がある地震」が適切に選定されていることを

確認する。 

（３）「地域性を考慮する地震動」の検討対象地震の選定におい

ては、「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域

において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震

」についても検討を加え、必要に応じて選定されているこ

とを確認する。 

 

〔解説〕 

（１）・（２） （略） 

（３）設置許可基準規則解釈別記２第４条第５項第３号②に掲げ

る知見については、知見そのものの再度の妥当性確認は要

しない。 

 

4.2.2 応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認 

（１）（略） 

（２）震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル（地震動

レベル）が以下のとおり設定されていることを確認する。 

痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動につ

いて、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価

が適切に行われている必要がある。 

 

4.2 地震動評価 

4.2.1 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（１）震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内

の地震を検討対象地震として適切に選定し、それらの地震

時に得られた震源近傍における観測記録を適切かつ十分に

収集していることを確認する。 

（２）「全国共通に考慮すべき地震動」の検討対象地震の選定に

おいては、地震規模のスケーリング（スケーリング則が不

連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現

しない可能性がある地震」を適切に選定していることを確

認する。 

（３）「地域性を考慮する地震動」の検討対象地震の選定におい

ては、「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域

において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震

」についても検討を加え、必要に応じて選定していること

を確認する。 

 

〔解説〕 

（１）・（２） （略） 

（３）許可基準解釈別記２第４条第５項第３号②に掲げる知見に

ついては、知見そのものの再度の妥当性確認は要しない。 

 

 

4.2.2 応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認 

（１）（略） 

（２）震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル（地震動

レベル）が以下のとおり設定されていることを確認する。 
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① 「全国共通に考慮すべき地震動」については、設置許可基

準規則解釈別記２第４条第５項第３号②に掲げる知見を用

いて解放基盤表面における応答スペクトル（地震動レベル

）が設定されていること。 

② （略） 

 

① 「全国共通に考慮すべき地震動」については、許可基準解

釈別記２第４条第５項第３号②に掲げる知見を用いて解放

基盤表面における応答スペクトル（地震動レベル）が設定

されていること。 

② （略） 

 

5. 基準地震動 

5.1 審査の方針 

基準地震動の策定に係る審査は、以下の方針で行う。 

（１）基準地震動が、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」の評価結果を

踏まえて、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさを

考慮して適切に策定されていることを確認する。 

（２）基準地震動の策定に当たり、敷地における地震観測記録を

踏まえて、地震発生様式、地震波の伝播経路等に応じた諸

特性（その地域における特性を含む。）が十分に考慮され

ていることを確認する。 

（３）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応

答が卓越する施設等がある場合は、その周波数特性に着目

して地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に

基準地震動が策定されていることを確認する。 

 

5.2 （略） 

 

5. 基準地震動 

5.1 策定方針 

（新設） 

（１）基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」の評価結果を

踏まえて、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさを

考慮して適切に策定されている必要がある。 

（２）基準地震動の策定に当たっては、敷地における地震観測記

録を踏まえて、地震発生様式、地震波の伝播経路等に応じ

た諸特性（その地域における特性を含む。）が十分に考慮

されている必要がある。 

（３）施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応

答が卓越する施設等がある場合は、その周波数特性に着目

して地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に

基準地震動が策定されている必要がある。 

 

5.2 （略） 

 

6. 超過確率 

6.1 審査の方針 

超過確率の参照に係る審査は、以下の方針で行う。 

（１）・（２） （略） 

〔解説〕 （略） 

 

6.2 （略） 

6. 超過確率 

6.1 評価方針 

（新設） 

（１）・（２） （略） 

〔解説〕 （略） 

 

6.2 （略） 
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7. 入力地震動 

7.1 審査の方針 

入力地震動の評価に係る審査は、以下の方針で行う。 

（１）基準地震動に基づき入力地震動を評価するに当たり、解放

基盤表面からの地震波の伝播特性が適切に考慮されている

ことを確認する。 

（２）入力地震動の評価に当たって地震波の伝播特性を考慮する

際には、敷地周辺の地質・地質構造の調査及び地盤調査の

結果に基づき、地盤の物理・力学特性等が適切に設定され

ていること、その妥当性が敷地における観測記録や最新の

知見に基づいて検証されていることを確認する。 

 

7.2 （略） 

 

7. 入力地震動 

7.1 評価方針 

（新設） 

（１）基準地震動に基づき入力地震動を評価するに当たっては、

解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮されて

いる必要がある。 

（２）入力地震動の評価に当たって地震波の伝播特性を考慮する

際には、敷地周辺の地質・地質構造の調査及び地盤調査の

結果に基づき、地盤の物理・力学特性等を適切に設定され

ている必要があり、その妥当性が敷地における観測記録や

最新の知見に基づいて検証されている必要がある。 

 

7.2 （略） 

 

8. 留意事項 （略） 

 

8. 留意事項 （略） 

 

Ⅱ．耐震設計方針 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震

設計方針に関わる審査において、審査官等が設置許可基準規則

並びに設置許可基準規則解釈の趣旨を十分踏まえ、耐震設計方

針の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的とす

る。 

  

（略） 

Ⅱ．耐震設計方針 

1. 総則 

1.1 目的 

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震

設計方針に関わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成25年原子力規制委員会規則第5号）並びに許可基準解釈

の趣旨を十分踏まえ、耐震設計方針の妥当性を厳格に確認する

ために活用することを目的とする。 

 （略） 
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別表第２ 敷地内及び敷地周辺の地質構造調査に係る審査ガイド 新旧対照表 

  （下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

目 次 

 

まえがき 

1.～5. （略）  

 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

1.～4. （略） 

5. 地震動評価のための地下構造調査 ....................... 25 

5.1 調査方針 .......................................... 25 

5.2 地下構造調査 ...................................... 26 

5.2.1 広域地下構造調査（概査） ...................... 26 

5.2.2 敷地近傍地下構造調査（精査） .................. 26 

6. 敷地及び敷地周辺の地盤及び周辺斜面に関する調査 ....... 27 

6.1 調査方針 .......................................... 27 

6.2 地盤調査 .......................................... 27 

6.2.1 基礎地盤調査 .................................. 27 

6.2.2 周辺斜面調査 .................................. 28 

7. 全プロセスの明示 ..................................... 28 

 

Ⅱ．基準津波の策定に必要な調査 

1. 調査方針 ............................................. 29 

2. 津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査

 ..................................................... 29 

2.1 調査対象 .......................................... 29 

目 次 

 

まえがき 

1.～5. （略）  

 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

1.～4. （略） 

5. 地震動評価のための地下構造調査 ....................... 24 

5.1 調査方針 .......................................... 24 

5.2 地下構造調査 ...................................... 25 

5.2.1 広域地下構造調査（概査） ...................... 25 

5.2.2 敷地近傍地下構造調査（精査） .................. 25 

6. 敷地及び敷地周辺の地盤及び周辺斜面に関する調査 ....... 26 

6.1 調査方針 .......................................... 26 

6.2 地盤調査 .......................................... 26 

6.2.1 基礎地盤調査 .................................. 26 

6.2.2 周辺斜面調査 .................................. 27 

7. 全プロセスの明示 ..................................... 27 

 

Ⅱ．基準津波の策定に必要な調査 

1. 調査方針 ............................................. 28 

2. 津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定に必要な調査

 ..................................................... 28 

2.1 調査対象 .......................................... 28 
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2.2 調査範囲 .......................................... 30 

2.3 発生要因の調査 .................................... 30 

2.4 波源モデル設定の調査 .............................. 30 

3. 敷地周辺に来襲した可能性のある津波に係る調査 ......... 31 

3.1 調査範囲 .......................................... 31 

3.2 津波痕跡調査 ...................................... 31 

3.3 津波堆積物調査 .................................... 31 

4．津波の伝播経路に係る調査 .............................. 34 

5. 砂移動の評価に必要な調査 ............................. 35 

6. 全プロセスの明示 ..................................... 35 

 

Ⅲ．調査に関する信頼性 

1. 調査に関する信頼性 ................................... 36 

1.1 調査手法に関する信頼性 ............................ 36 

1.2 調査結果に関する信頼性 ............................ 36 

2．調査結果の表示 ........................................ 36 

 

Ⅳ．附則 

 

（参考）海上音波探査マニュアル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41 

 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

1.～3.  （略） 

4. 震源断層に係る調査及び評価 

4.1～4.3 （略） 

4.4. 震源断層の評価 

4.4.1 （略） 

4.4.2 内陸地殻内地震に関する震源断層の評価 

（１）～（４） （略） 

2.2 調査範囲 .......................................... 29 

2.3 発生要因の調査 .................................... 29 

2.4 波源モデル設定の調査 .............................. 29 

3. 敷地周辺に来襲した可能性のある津波に係る調査 ......... 30 

3.1 調査範囲 .......................................... 30 

3.2 津波痕跡調査 ...................................... 30 

3.3 津波堆積物調査 .................................... 30 

4．津波の伝播経路に係る調査 .............................. 33 

5. 砂移動の評価に必要な調査 ............................. 34 

6. 全プロセスの明示 ..................................... 34 

 

Ⅲ．調査に関する信頼性 

1. 調査に関する信頼性 ................................... 35 

1.1 調査手法に関する信頼性 ............................ 35 

1.2 調査結果に関する信頼性 ............................ 35 

2．調査結果の表示 ........................................ 35 

 

Ⅳ．附則 

 

（参考）海上音波探査マニュアル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 

 

Ⅰ．地質・地質構造、地下構造及び地盤等に関する調査・評価 

1.～3.  （略） 

4. 震源断層に係る調査及び評価 

4.1～4.3 （略） 

4.4. 震源断層の評価 

4.4.1 （略） 

4.4.2 内陸地殻内地震に関する震源断層の評価 

（１）～（４） （略） 
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（５）地震規模の設定に当たり経験式が用いられている場合に

は、経験式の適用条件、適用範囲について確認した上

で、当該経験式が適切に選定されていることを確認す

る。 

 

 

（６） （略） 

 

〔解説〕 

（１）～（４） （略） 

（５）複雑な自然現象の観測データにばらつきが存在するのは

当然であり、経験式とは、観測データに基づいて複数の

物理量等の相関を式として表現するものである。したが

って、評価時点で適用実績が十分でなく、かつ、広く一

般に使われているものではない経験式が選定されている

場合には、その適用条件、適用範囲のほか、当該経験式

の元となった観測データの特性、考え方等に留意する必

要がある。 

4.4.3・4.4.4 （略） 

 

（５）震源断層モデルの長さ又は面積、あるいは１回の活動に

よる変位量と地震規模を関連づける経験式を用いて地震

規模を設定する場合には、経験式の適用範囲を十分に検

討されていることを確認する。その際、経験式は平均値

としての地震規模を与えるものであることから、経験式

が有するばらつきも考慮されていることを確認する。 

（６） （略） 

     

〔解説〕 

（１）～（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3・4.4.4 （略） 
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審査実績を踏まえた規制基準等の 

記載の具体化・表現の改善について 

―令和３年度の実施計画の策定― 

 
令和３年４月 14 日 

原 子 力 規 制 庁 
 

１.経緯 

令和２年度第 35 回原子力規制委員会（令和２年 10 月 28 日。参考参照。）に

おいて、審査実績を踏まえた規制基準等の記載の具体化・表現の改善に関する

令和３年度以降の進め方について、毎年度末を目処に次年度の実施計画（案）

を原子力規制委員会に諮ることが了承された。 

 これを踏まえ、令和３年度の実施計画（案）を取りまとめ、原子力規委員会

に諮るものである。 

 

２.令和２年度の実施計画の対応状況 

令和２年度実施計画に従って分類（b）115 項目及び分類（c）2の一部８項目

について改正案の検討を行い、令和２年度第 70 回原子力規制委員会（令和３

年３月 31 日）において、分類（b）全て3並びに分類（c）７項目及び追加１項

目に係る改正案について、意見募集の実施が了承された。 

 

３.令和３年度の実施計画（案）について 

検討経緯及び令和３年度の実施計画（案）は以下のとおり。 

 

３．１ 検討経緯 

（１） 意見・提案及びその優先順位等に係る意見聴取結果 

・原子力規制庁（以下「規制庁」という。）内からの聴取結果 

以下に示す新たな意見・提案 1 件を収集した。優先順位付けについて、

特段の意見はなかった。 

No.64Ｎ4 自動火災報知設備感知器の設置基準記載要領見直しにつ

いて 

・原子力エネルギー協議会（以下「ATENA」という。）からの聴取結果 

新たな意見・提案はなく、優先順位付けについても特段の意見はなか

った。（令和２年 12 月 17 日の ATENA との面談にて確認） 

                                                   
1 単純な字句の変更等に関するもの 
2 その他記載の具体化・表現の改善の検討が必要なもの 
3 令和２年度計画において 15 項目が挙げられていたが、１項目は取り下げとなったため、残

りの 14 項目について対応した。 
4 Ｎは規制庁内からの意見・提案であることを示す。なお、ATENA からの意見等の場合はＡを

付している。 

資料７ 
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（２） 公開会合の実施結果 

令和３年２月 19 日に、規制庁の関係者による「第２回審査実績を踏まえ

た規制基準等の記載の具体化・表現の改善に関する会合」を開催し、技術基

盤課から以下のとおり報告・提案した。 

・令和２年度は 10 月以降の約半年で分類（c）８件について対応したこと

から、令和３年度はその倍程度の対応が可能となる見込みである。 

・令和２年度は自然ハザード関係の改正を行ったことから、令和３年度は

それ以外の改正を行ってはどうか。 

・自然ハザード以外には設計基準対象施設と重大事故等対処施設がある

が、新規制基準の施行に伴い新たに追加された重大事故等対処施設に

係るものを優先して改正してはどうか。 

・令和２年度中に対応が終了しなかったものがあれば、併せて対応するこ

ととしてはどうか。 

規制部出席者からは、提案について異論は無い旨、意見表明があった。 

 

３．２ 令和３年度の実施計画（案）  

令和３年度は、分類（c）のうち以下の 15 件（別表１参照）について対応す

ることとしたい。 

・No.８Ｎ 有効性評価（水素燃焼）における判断基準 

・No.10Ｎ 重大事故等対処施設を防護する火災防護設備への要求 

・No.12Ｎ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・No.14Ｎ ＲＣＩＣ等の現場操作 

・No.16Ｎ ＳＡ施設に対するＤＢ条文の適用 

・No.17Ｎ 重大事故等対処設備の機器クラス及び構造強度評価 

・No.51Ｎ 震源特性パラメータの設定 

・No.59Ｎ 格納容器圧力逃がし装置 

・No.２Ａ 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止す

る要件 

・No.４Ａ 重大事故等対処設備の他の設備に対する悪影響の防止 

・No.５Ａ 使用済燃料貯蔵槽の冷却に係る評価条件 

・No.７Ａ 当該重大事故等に対処するために監視が必要なパラメータ 

・No.９Ａ 重大事故等対処設備の供用期間中検査 

・No.15Ａ 有効性評価における代替反応度制御棒挿入回路 

・No.16Ａ 原子炉の運転停止時の有効性評価 

 

３．３ 今後の進め方 

上記３．２について改正案の検討作業を進め、令和３年末までを目処に原子

力規制委員会で審議いただく。令和３年度の実施計画の達成状況は、令和４年

度の実施計画案を原子力規制委員会に諮る際に併せて原子力規制委員会に報告

する5。 

令和２年度の改正対象及び令和３年度の実施計画（案）に含まれなかった意

見・提案（別表２参照）についても、必要に応じて見直し対象として取り組む

                                                   
5 改正の要否を含めた検討の困難さ等により、令和３年度内に対応が完了しない場合もある。 
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場合がある。そのような場合は、令和３年度の達成状況の報告等を行う際に併

せて原子力規制委員会に報告する。 

なお、令和３年度の実施計画（案）を踏まえた分類（c）の対応状況の件数は、

以下の表のとおり。 

 

表 分類（c）その他記載の具体化・表現の改善の検討が必要なもの 

分類 意見・ 

提案の総数 

（令和３年４

月 14 日時

点） 

令和２年度の

改正対象とし

て意見募集中

のもの 

 

令和３年度の

実施計画（案）

に含まれるも

の 

令和２年度の

改正対象及び

令和３年度の

実施計画（案）

に含まれない

もの 

① 自然ハザード関係     

① Ａ 地盤関連 ５ ０ １ ４ 

① Ｂ 耐震設計関連 １４ ０ ０ １４ 

① Ｃ 耐津波設計関連 １３ ７ ０ ６ 

① Ｄ その他自然ハザード ４ ０ ０ ４ 

② 自然ハザード関係以外     

② Ａ 設計基準対象施設 １１ １ ０ １０ 

② Ｂ 重大事故等対処施設 １４ ０ １４ ０ 

② Ｃ 手続関連 ３ ０ ０ ３ 

計 ６４ ８ １５ ４１ 

 

４.特定重大事故等対処施設に関するガイド等に係る作業 

実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド等につ

いては、令和２年度に庁内及びATENAから意見・提案を収集しており、改正案を

検討中である。なお、テロリズムに関する具体的議論は非公開とするが、その

経過や結果については可能な範囲で公開する。 

 

５.核燃料施設・試験研究炉に関するガイド等に係る作業 

核燃料施設・試験研究炉についても審査経験が蓄積してきたことを踏まえ、

これらに関連する規制基準等も本作業の対象とすることとし、令和３年度は意

見・提案の収集を開始する。 

 

（添付資料） 

参考  審査実績を踏まえた規制基準等の記載の具体化・表現の改善に

ついて―意見・提案の収集結果と今後の進め方―（令和２年度第

35回原子力規制委員会（令和２年10月28日）資料５）抜粋 
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別表１ 令和３年度の実施計画（案）に含まれるもの 

No. 意見・提案の対象 意見・提案の概要 主な改正点のイメージ6 

①Ａ 地盤関連・・・１件 

51 

Ｎ 

震源特性パラメー

タの設定 

対象：基準地震動等審査ガイド7、敷地内地質等審査ガイド8 

「経験式が有するばらつき」とあるが、経験式にばらつきを加える

という誤解を与えるため、記載を修正する。 

（今後要検討） 

②Ｂ 重大事故等対象施設・・・１４件 

規則及び解釈に係るもの・・・１２件 

8 

Ｎ 

有効性評価（水素燃

焼）における判断基

準 

対象：設置許可基準規則解釈9第３７条等 

重大事故等時の原子炉格納容器内の環境は、内部で発生した水蒸

気によりドライ環境とはならないことから、水素濃度をドライ環

境に換算して評価するとしている記載を修正する。 

（今後要検討） 

10 

Ｎ 

重大事故等対処施

設を防護する火災

防護設備への要求 

対象：設置許可基準規則10第４１条等 

重大事故等対処施設を防護するための火災防護施設（消火設備等）

は、設計基準対象施設にも重大事故等対処施設にも該当しないた

め、その位置付けを整理する。 

（今後要検討） 

12 

Ｎ 

重大事故等の収束

に必要となる水の

供給設備 

対象：設置許可基準規則第５６条 

重大事故発生後の一定期間の後に利用する水タンク（純水タンク

等）や貯水池などについて、耐震性などの基本的な要求事項の考え

方を整理する。 

（今後要検討） 

14 

Ｎ 

ＲＣＩＣ等の現場

操作 

対象：設置許可基準規則第４５条 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に原子炉を冷却するために

必要な設備の要求において、可搬型バッテリや窒素ボンベ等の可

搬型設備を用いた弁操作による RCIC 等の手動起動を要求してい

るが、現場操作の対象は弁のみに限定されないため、対象設備の起

動に必要な全ての操作が要求の対象範囲となるように修正する。 

改正箇所：設置許可基準規則第４５条 

「弁の操作」とあるのを「弁等の操作」に修正する。 

                                                   
6 ATENA から収集した意見・提案については、ATENA から示された改正点のイメージをそのまま記載しており、規制庁で精査したものではない。 
7 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 
8 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 
9 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 
10 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
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16 

Ｎ 

ＳＡ施設に対する

ＤＢ条文の適用 

対象：設置許可基準規則第３章 

設置許可基準規則にある人の不法侵入防止や技術基準規則にある

急傾斜地の崩壊の防止等、設計基準対象施設のみならず重大事故

等対処施設にも適用すべき基準を整理する。 

（今後要検討） 

17 

Ｎ 

重大事故等対処設

備の機器クラス及

び構造強度評価 

対象：技術基準規則11第５５条 

設計基準事故対処設備を重大事故等対処設備として使用する場

合、設計基準事故時には塑性域に至ることを許容する一方、重大事

故等時には全体的に弾性域に留めることを要求しており、より過

酷な状態における要求の方が厳しい水準が求められているため、

要求事項の考え方を整理する。 

（今後要検討） 

59 

Ｎ 

格納容器圧力逃が

し装置 

対象：設置許可基準規則解釈第５０条 

格納容器圧力逃がし装置を作動させた場合には、原子炉格納容器

雰囲気中に含まれる放射性物質も排出されることから、排出経路

に放射性物質濃度測定装置を設けることを求める旨の記載を追加

する。 

（今後要検討） 

2 

Ａ 

原子炉格納容器が

破損する可能性の

ある水素の爆轟を

防止する要件 

対象：設置許可基準規則第３７条等 

BWR では、ウェット条件では水素の爆轟が発生しないことが審査に

おいて認められていることから、記載の追加を希望する。 

改正箇所：設置許可基準規則解釈第３７条 

「原子炉格納容器内の水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度がドラ

イ条件に換算して 5vol%以下であること」は、ドライ条件に換算し

たものであることを追記する。 

ウェット条件で水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下

であり、格納容器スプレイ等により水蒸気が急速に凝縮した場合

を想定しても水素爆轟に至らないことが示された場合はこの限り

ではないことを追記する。 

4 

Ａ 

重大事故等対処設

備の他の設備に対

する悪影響の防止 

対象：設置許可基準規則第４３条等 

重大事故等対処設備については、当該設備以外の重大事故等対処

設備にも悪影響を及ぼさないことが要求されているが、本要件は、

必要な機能に影響を与えないことである旨、記載の修正を希望す

る。 

改正箇所：設置許可基準規則解釈第 43 条 3 

「他の設備に対して悪影響を及ぼさない」とは、設計基準対象施設

に悪影響を及ぼさないだけでなく、当該重大事故等対処設備以外

の重大事故等対処設備が重大事故等に対処するために必要な機能

に悪影響を及ぼさないことも含むことを明確にする。 

 

 

                                                   
11 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 
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5 

Ａ 

使用済燃料貯蔵槽

の冷却に係る評価

条件 

対象：設置許可基準規則第５４条等 

使用済燃料貯蔵槽の冷却に係る評価条件として、同槽内の制御棒

の存在や燃焼に伴うウラン等の減損を考慮することが審査におい

て認められているため、記載の追加を希望する。 

改正箇所：設置許可基準規則解釈第 54 条第５項 

臨界防止の評価にあたっては、使用済燃料貯蔵槽内の制御棒等を

考慮してもよいこと、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体は、燃焼に伴う

ウラン等の減損を考慮してもよいことを追記する。 

7 

Ａ 

当該重大事故等に

対処するために監

視が必要なパラメ

ータ 

対象：技術基準規則解釈12第７３条 

重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として監

視するパラメータは、各条文の設備とするため、本条文での監視が

必要なパラメータに該当しないことが審査において認められたこ

とから、記載の追加を希望する。 

改正箇所：技術基準規則解釈第７３条 

「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ」には、重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基

準として監視するパラメータが入らないことを明確にする。 

9 

Ａ 

重大事故等対処設

備の供用期間中検

査 

対象：亀裂解釈13 

重大事故等対処設備に属する機器の供用期間中検査規定がないた

め、記載の追加を希望する。 

改正箇所：亀裂解釈 １．機器及び構造物一般の場合 

重大事故等クラス１機器及び重大事故等クラス２機器の供用期間

中検査は、クラス２機器の規定に準ずることを明確にする。 

ガイドに係るもの・・・２件 

15 

Ａ 

有効性評価におけ

る代替反応度制御

棒挿入回路 

対象：炉心損傷防止対策評価ガイド14 

炉心損傷防止対策の有効性評価では、代替反応度制御棒挿入回路

（ARI）に期待しないという条件で審査が行われているため、記載

の追加を希望する。 

改正箇所：炉心損傷防止対策評価ガイド 2.2.3(1)BWR e.原子炉

停止機能喪失 

代替反応度制御棒挿入回路には期待しない旨明確にする。 

16 

Ａ 

原子炉の運転停止

時の有効性評価 

対象：運転停止燃料損傷防止対策評価ガイド15 

BWR の場合、原子炉の運転停止時にはその評価対象を「主復水器真

空破壊から制御棒引き抜き開始までの期間」とすることで審査で

も認められていることから、記載の追加を希望する。 

改正箇所：運転停止燃料損傷防止対策評価ガイド 3.2 有効性評

価の共通解析条件(1) 原子炉の運転停止中の期間 

原子炉の運転停止中の期間として、BWR の場合は、原子炉停止過程

における復水器真空破壊の時点から原子炉起動過程における制御

棒引き抜き開始の時点までとする旨追記する。 

 
  

                                                   
12 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 
13 実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈 
14 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 
15 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 
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